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北
京
中
心
部
の
西
三

0
キ
ロ
あ
ま
り
、
太
行
山
脈
の
山
並
の
東
北
端
に
位
置
す
る
馬
鞍
山
の
中
腹
に
、
戒
蓋
寺
と
呼
ば
れ
る
古
利
が
現
存
す
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る
。
こ
の
山
上
の
寺
院
境
内
に
は
、
首
地
が
契
丹
園
(
遼
園
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
時
代
に
活
躍
し
た
法
均
(
一

O
一一一、

l
i
l
t

、一

O
七
五
)

な
る
高
僧
の
事
跡
を
惇
え
る
巨
碑
「
馬
鞍
山
故
崇
椋
大
夫
守
司
空
惇
菩
薩
戒
壇
主
大
師
遺
行
碑
銘
井
序
」
(
以
下
「
法
均
遺
行
碑
」
と
略
稽
)
が
立

っ
。
こ
の
碑
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
成
羅
六
年
(
一

O
七
O
)
、
法
均
が
こ
の
地
の
慧
緊
土
寸
に
菩
薩
戒
を
授
け
る
た
め
の
戒
壇
を
開
設
し
た
と
こ
ろ
、

沿
旧
俗
を
問
わ
ず
数
多
く
の
参
詣
者
が
菩
薩
戒
の
受
戒
を
求
め
て
戒
壇
に
殺
到
す
る
一
大
ブ
1
ム
が
起
こ
り
、
障
を
耳
に
し
た
契
丹
皇
帝
か
ら
の

時
依
も
受
け
て
、
首
時
絶
大
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
近
年
の
中
圏
内
蒙
士
口
、
遼
寧
、
北
京
、
河
北
な
ど
に
お
け
る
契
丹
関
連
の
考
古
資
料
の
あ
い
つ
ぐ
新
護
見
は
史
料
状
況
を
激
蟹
さ
せ
、

契
丹
史
研
究
は
今
日
新
た
な
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
併
殺
闘
連
の
考
古
資
料
に
つ
い
て
は
、
昔
時
の
併
殺
流
行
を

反
映
し
て
、
惇
存
す
る
資
料
が
も
と
よ
り
比
較
的
豊
富
で
あ
る
う
え
に
、
近
年
の
新
護
見
に
よ
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
が
増
加
し
て
い
る
。
筆

者
は
現
在
、
契
丹
史
に
お
け
る
悌
教
の
重
要
性
へ
の
着
目
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
史
料
状
況
の
好
縛
も
あ
っ
て
、
従
来
歴
史
史
料
と
し
て
じ

(
1
)
 

ゅ
う
ぶ
ん
活
用
さ
れ
て
い
な
い
考
古
・
石
刻
資
料
を
全
面
利
用
し
た
契
丹
悌
数
史
の
研
究
を
進
め
つ
つ
あ
る
。

本
稿
は
そ
の
一
環
と
し
て
、
法
均
と
彼
が
聞
い
た
馬
鞍
山
の
菩
薩
戒
壇
に
焦
貼
を
嘗
て
る
。
法
均
お
よ
び
馬
鞍
山
の
戒
壇
に
つ
い
て
は
、

「
法
均
遺
行
碑
」
を
は
じ
め
と
す
る
石
刻
資
料
が
複
数
残
る
と
い
う
史
料
篠
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
法
均
が
生
き
た
時
代
は
、
契

丹
圏
第
八
代
皇
帝
で
廟
競
蓮
宗
と
し
て
知
ら
れ
る
耶
律
浬
隣
(
別
の
契
汁
名
は
査
刺
、
漢
名
は
洪
幕
。
在
位
二

O
五
五
l
一
一
O
二
の
治
世
に
あ

た
る
。
契
丹
園
の
歴
史
の
な
か
で
も
悌
教
が
最
も
隆
盛
を
き
わ
め
た
こ
の
時
代
、
数
々
の
併
殺
振
興
政
策
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ

(
2
)
 

る
が
、
皇
帝
自
身
菩
薩
戒
を
受
け
た
「
菩
薩
園
王
」
で
も
あ
っ
た
。
菩
薩
戒
は
大
乗
悌
教
の
思
想
を
反
映
し
て
、
僧
俗
、
男
女
、
身
分
を
問
わ

ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
上
は
皇
帝
を
頂
酷
と
す
る
契
丹
支
配
者
集
圏
か
ら
、
下
は
地
方
郷
村
末
端
の
民
衆
に

至
る
ま
で
、
契
丹
固
で
は
大
流
行
を
み
せ
た
。
法
均
は
こ
の
菩
薩
戒
を
授
け
る
カ
リ
ス
マ
性
を
持
つ
借
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
契
丹
園
治
下
で
の

熱
狂
的
な
偶
数
信
仰
の
象
徴
的
な
人
物
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
法
均
に
封
す
る
皇
帝
の
蹄
依
と
保
護
は
、
契
丹
時
代
、
と
り
わ
け
這
宗
治
世

に
お
け
る
政
治
権
力
と
併
殺
の
閥
係
を
考
え
る
う
え
で
、
最
も
重
要
な
事
例
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
法
均
に
関
係
す
る
二
種
の
石
刻

十

「

2 
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資
料
に
は
、
契
丹
園
内
の
み
な
ら
ず
園
境
を
越
え
て
国
外
か
ら
受
戒
を
求
め
る
人
々
が
参
詣
し
た
こ
と
を
停
え
る
記
述
が
み
え
、

二
世
紀
後

半
に
お
け
る
契
丹
圏
内
外
の
人
の
動
き
、
情
報
の
停
達
に
つ
い
て
う
か
が
わ
せ
る
恰
好
の
材
料
を
提
供
す
る
。

本
稿
で
は
、
未
だ
全
面
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
法
均
に
か
か
わ
る
石
刻
資
料
を
用
い
て
そ
の
事
跡
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、

遁
宗
時
代
に
お
け
る
悌
教
に
か
ん
す
る
未
知
の
史
賓
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
菩
薩
戒
の
流
行
と
い
う
昔
時
の
偶
数
の
重
要
な
側
面
を
掘

り
下
げ

さ
ら
に
越
境
す
る
参
詣
者
の
問
題
を
検
討
し
て
、
悌
教
を
め
ぐ
る
園
境
を
越
え
た
丈
化
交
流
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

「
法
均
遺
行
碑
」
惇
存
の
経
緯

「
法
均
遺
行
碑
」
は
、
先
述
の
戒
蓋
寺
境
内
に
現
存
す
る
。
碑
身
は
高
さ
二
四
二
セ
ン
チ
、
幅
は
一

一
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
は
一
一
五
セ
ン
チ
で
、

碑
丈
は
毎
行
六
六
字
、
一
一
七
行
か
ら
な
る
。
碑
身
は
亀
肢
の
上
に
安
置
さ
れ
、

一
一
頭
の
踊
が
左
右
に
相
封
し
て
後
ろ
足
で
火
焔
賓
珠
を
捧
げ
持

つ
立
汲
な
碑
額
を
持
ち
、
中
央
に
は
法
均
の
法
孫
悟
抱
に
よ
る
毎
行
四
字
、

三
行
、
合
計
一
二
字
か
ら
な
る
「
故
壇
主
守
司
空
大
師
遣
行
之

碑
」
と
い
う
豪
書
の
丈
字
が
刻
ま
れ
る
。
品
調
肢
と
碑
額
部
分
を
あ
わ
せ
る
と
碑
高
は
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
碑
で
あ
る
。

身
・
碑
額
部
分
の
石
は
青
み
が
か
っ
た
砂
山
石
系
の
石
質
だ
が
、
碑
を
支
え
る
亀
扶
部
分
の
石
は
赤
み
が
か
っ
て
色
合
い
を
具
に
し
、
別
の
石
か

一
睡
と
な
っ
た
碑

一
旦
打
ち
倒
さ
れ
た
碑
が

(
3
)
 

近
年
に
な
っ
て
立
て
直
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
法
均
遺
行
碑
」
の
拓
影
は
、
近
年
の
中
園
の
出
版
物
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
も

ら
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
碑
身
と
亀
扶
の
接
合
部
分
は
、
近
年
な
さ
れ
た
と
思
し
い
修
復
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
。

と
づ
き
碑
丈
の
録
丈
(
幻
!
お
頁
参
照
)
を
作
成
し
た
。

さ
て
、
本
碑
が
現
在
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
停
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
明
清
以
後
の
記
録
に
み
え
る
馬
鞍
山
の
寺
史
よ
り
検
討
し
て
お
こ

(
4
)
 

ぅ
。
確
賓
に
土
寸
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
契
丹
時
代
の
法
均
以
後
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
一
不

す
賓
物
の
資
料
で
土
寸
の
境
内
に
現
存
す
る
の
が
、
法
均
の
浸
後
に
彼
を
弔
う
た
め
に
立
て
ら
れ
た
一
一
つ
の
陀
羅
尼
経
瞳
と
「
法
均
遺
行
碑
」
で

409 

あ
る
。
そ
し
て
、
現
存
の
碑
刻
と
明
清
の
種
々
の
丈
献
記
録
よ
り
、
法
均
の
馬
鞍
山
入
山
、
戒
壇
開
設
か
ら
遼
金
王
朝
交
代
を
経
て
一
二
世
紀

十

「

3 
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中
十
ば
に
至
る
ま
で
の
土
寸
史
を
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
碑
刻
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
(
後
述
)

0

一
一
一
世
紀
宇
ば
以
後
、
馬
鞍
山
戒
壇
に
つ
い
て
の
情
報
は
明
代
ま
で
途
絶
え
る
。
こ
の
聞
に
つ
い
て
は
、
元
代
至
元
二
八
年
(
一
二
九
一
)

(
5
)
 

に
立
て
ら
れ
た
塔
瞳
に
刻
ま
れ
た
月
泉
同
新
の
塔
銘
が
あ
る
の
み
で
あ
る
(
戒
墓
寺
に
現
存
)
。
同
新
は
山
東
の
量
巌
寺
住
持
も
っ
と
め
た
元
代

初
期
繭
宗
の
高
僧
で
あ
り
、
こ
の
塔
銘
に
「
慧
緊
繭
寺
」
と
あ
る
よ
う
に
、
慧
東
寺
は
元
代
に
は
禅
宗
寺
院
と
な
っ
て
い
た
。
遼
金
時
代
ま
で

の
慧
緊
寺
と
の
閲
係
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
土
寸
額
の
纏
承
か
ら
、
寺
が
存
績
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
戒
墓
寺
の
東
南
の
塔

林
に
あ
る
明
代
の
知
幻
遁
字
霊
塔
の
前
に
立
つ
碑
に
、
元
代
に
大
慧
来
土
寸
と
呼
ば
れ
た
寺
院
が
兵
火
に
よ
っ
て
段
た
れ
た
と
の
記
述
が
み
え
る

(
6
)
 

ょ
う
で
、
山
上
の
寺
院
は
元
明
交
代
期
に
兵
火
が
原
因
で
荒
廃
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
明
代
に
入
っ
て
、
官
一
億
九
年
(
一
四
三
四
)
よ
り
正
統
五
年
(
一
四
四
O
)
ま
で
七
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
、
司
櫨
監
の
王
振
ら
宜

(
7
)
 

官
を
中
心
と
す
る
朝
廷
の
全
面
援
助
の
も
と
、
馬
鞍
山
の
寺
院
が
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
官
一
徳
帝
・
正
統
帝
に
、
近
い
位
置
に
い
た
借
の
知

幻
遁
字
が
住
持
と
し
て
招
鴨
さ
れ
て
、
菩
薩
戒
壇
を
再
建
し
、
土
寸
の
復
興
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
事
業
が
完
成
し
た
正
統
五
年
に
は
、
新
た
に

大
高
書
禅
寺
の
寺
額
が
朝
廷
か
ら
土
寸
へ
と
輿
え
ら
れ
た
。
こ
の
復
興
事
業
を
記
念
す
る
碑
記
を
撰
し
た
の
は
古
代
き
つ
て
の
大
物
丈
人
官
僚
た

(
日
)

る
楊
士
奇
で
あ
っ
た
。

戒
古
室
寺
に
現
存
す
る
知
幻
遁
字
の
事
跡
を
記
し
た
行
賓
碑
に
は
、
寺
の
再
建
を
取
り
仕
切
っ
た
宜
官
の
一
人
司
雄
監
太
監
の
庇
簡
が
遁
字
に

馬
鞍
山
麿
寺
の
復
興
事
業
を
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
再
三
懇
願
し
た
も
の
の
、
固
辞
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
針
し
て
、
説
得
を
試
み
た
次
の
よ

う
な
く
だ
り
が
み
え
る
。

太
監
公

(
H
院
筒
)
が
ま
た
諸
々
の
断
裂
し
た
碑
を
し
ら
ベ
、
泣
き
な
が
ら
請
う
て
言
、
つ
に
は
、
「
あ
そ
こ

(
l
馬
鞍
山
)
は
本
宮
の
名
山

大
剰
で
、
師

(
H
道
局
十
)
で
な
け
れ
ば
復
興
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
。
大
師

(
H
遁
字
)
は
碑
丈
を
得
て
謹
ん
だ
と
こ
ろ
、
こ
の
寺

が
大
遼
の
普
賢
大
師

(
U
法
均
)
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
四
衆
が
戒
を
受
け
た
場
所
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
知
り
、
嘆
息
し
て
言
う
に

は
、
「
稗
迦
如
来
の
三
千
年
あ
ま
り
の
遺
教
が
ほ
と
ん
ど
滅
び
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
備
の
徒
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し

十

「

4 
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て
そ
の
廃
れ
て
復
興
し
な
い
の
を
見
て
我
慢
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
か
く
て
心
嬰
わ
り
し
て
立
ち
上
が
り
、
行
っ
て
こ
の
山
に
佐
し
た
。

(
9
)
 

こ
の
後
に
積
け
て
、
道
学
が
敢
然
と
復
興
事
業
に
首
た
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
さ
さ
か
芝
居
が
か
っ
た
記
述
で
は
あ
る
が
、

世
紀
前
宇
の
時
黙
で
、
契
丹
時
代
に
戒
壇
が
開
設
さ
れ
た
慧
緊
土
寸
は
完
全
に
廃
嘘
と
化
し
て
い
て
、
そ
の
状
態
か
ら
新
た
に
寺
院
伽
藍
が
建
て

直
さ
れ
た
と
い
う
事
賓
は
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
在
の
戒
蓋
土
寸
の
伽
藍
配
置
は
、
こ
の
と
き
復
興
し
た
状
態
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

契
丹
時
代
以
来
の
遺
構
は
何
ひ
と
つ
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

行
賓
碑
の
記
述
の
な
か
で
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
首
時
遼
代
の
碑
文
が
断
裂
し
た
吠
態
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
断
裂
し
た
遼

(
日
)

碑
は
、
ど
う
や
ら
復
興
の
た
め
の
工
事
に
と
も
な
っ
て
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
、
道
字
は
そ
の
碑
文
を
謹
ん
で
、
か

っ
て
法
均
が
土
寸
を
建
て
、
衆
生
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
戒
壇
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
す
碑
刻
と
は
、
現
存
す
る

も
の
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
「
法
均
遣
行
碑
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
法
均
遺
行
碑
」
は
明
初
の
時
貼
で
は
、
廃
嘘
と
な

っ
た
寺
院
遺
祉
の
地
中
に
、
断
裂
し
た
状
態
で
埋
も
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
現
存
す
る
「
法
均
遺
行
碑
」
を
み
る
と
、
碑
身
に
ま

っ
た
く
断
裂
は
な
く
、
刻
字
も
深
く
、
保
存
賦
態
は
良
好
で
あ
る
。
こ
の
碑
は
、
現
在
、
正
統
二
二
年
(
一
四
四
八
)
に
道
字
に
よ
っ
て
建
て

ら
れ
た
法
均
の
墓
塔
と
封
に
な
る
形
で
、
塔
の
南
側
に
南
面
し
て
立
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
戒
壇
復
興
を
取
り
仕
切
っ
た
遁
字
が
、
か
つ

て
こ
の
地
に
戒
壇
を
聞
い
た
法
均
を
自
分
た
ち
の
開
祖
と
し
て
崇
め
奉
る
べ
く
、
墓
塔
を
再
建
し
、
そ
の
前
に
組
合
せ
に
す
る
形
で
遺
行
碑
も

改
め
て
立
て
直
し
て
、
法
均
の
事
跡
を
額
彰
し
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
法
均
遺
行
碑
」
が
立
っ
て
い
る
現
状
は
、
早
く

て
も
明
代
正
統
年
聞
の
復
興
以
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
法
均
遣
行
碑
」
は
、
碑
丈
に
は
大
安
七
年
と
い
う
契
丹
の
紀
年
し
か
な
い
こ
と
か

ら
、
従
来
無
候
件
に
遼
碑
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
明
代
の
碑
刻
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
を
謹
み
直
し
た
う
え
で
、
土
寸
と
碑
の
現
肢
を
み
る
な

ら
ば
、
正
統
五
年
の
復
興
以
後
に
作
り
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
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い
っ
ぽ
う
、
崇
顧
年
間
に
明
河
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
補
績
高
僧
惇
』

の
巻
一
七
に
は
、
初
代
壇
主
の
法
均
か
ら
、

二
代
裕
窺
、
三
代
悟
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敏
、
四
代
悟
鉢
ま
で
、
遼
金
時
代
の
歴
代
壇
主
の
惇
記
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
補
積
高
信
惇
』
は
、
道
宣
『
績
高
僧
惇
」
を
補
い
纏
ぐ
こ
と

を
標
務
し
て
、
明
河
が
唐
・
五
代
・
宋
・
遼
・
金
・
元
・
明
と
い
う
幅
康
い
時
代
に
わ
た
る
僧
の
停
記
を
、
典
籍
の
み
な
ら
ず
、
全
国
を
行
脚

し
て
碑
刻
類
も
博
捜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
末
の
時
貼
で
、

遼
金
時
代
の
歴
代
壇
主
た
ち
の
惇
記
を
記
す
碑
刻
あ
る
い
は
そ
の
文
章
が
寺
に
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
上
述
の
知
幻
遁
字
行
賓
碑
に
み
え

る
記
述
よ
り
す
れ
ば
、
法
均
以
外
の
碑
刻
も
、
正
統
年
聞
の
復
興
時
に
護
見
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
補
績
高
僧
停
』
に
停
記
が
み
え
る
四

人
の
う
ち
、
法
均
と
悟
敏
に
つ
い
て
は
、
遺
行
碑
が
現
存
し
て
お
り
、
『
補
積
高
信
博
』
所
載
の
惇
記
の
記
述
が
こ
れ
ら
の
碑
刻
を
ふ
ま
え
つ

っ
、
節
略
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
「
法
均
遣
行
碑
」
が
明
代
に
作
り
直
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
な
る
と
、
碑
丈
本
丈
の
記
述
も
ま
た
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
法
均
の
こ
と
を
指
す
「
我
馬
鞍
山
:
:
:
大
師
」
、
「
師
」
お
よ
び
そ
の
行
い
を
示
す
「
密
行
」
や
、
契
丹
朝
廷
や
皇
帝
に
か
か
わ
る

「
鉦
遼
」
「
朝
命
」
「
上
」
「
詔
」
「
閥
」
「
永
築
(
皇
太
后
)
」
「
天
書
」
「
御
薬
」
「
寝
什
」
と
い
っ
た
聖
な
る
語
が
碑
文
中
に
現
れ
る
と
き
、

に
直
前
に
二
字
空
格
(
碑
の
下
方
に
こ
れ
ら
の
語
が
あ
る
場
合
は
改
行
)
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
敬
意
を
表
し
、
皇
帝
の
行
矯
を
一
不
す
「
授
」
と

「
可
」
の
前
で
は
一
字
空
格
と
し
て
お
り
、
契
丹
時
代
に
立
て
ら
れ
た
碑
刻
の
も
と
の
睦
裁
を
保
持
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
も
し
明
代
に
も

と
の
碑
刻
と
無
関
係
に
新
た
に
丈
字
が
刻
ま
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
契
丹
の
朝
廷
や
皇
帝
に
か
ん
す
る
聖
な
る
語
に
敬
意
を
表
す
る
必
要
は
ま
っ

た
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
碑
文
本
丈
の
記
述
内
容
を
精
査
し
て
も
、
首
時
の
記
録
と
し
て
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
基
本
的
に
同

時
代
史
料
と
し
て
用
い
て
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
す
れ
ば
、
明
代
に
地
中
か
ら
護
見
さ
れ
た
「
法
均
遺
行
碑
」
は
ば
ら
ば
ら
に
断
裂
し
て
は
い
た
も
の
の
、
碑
丈
白
瞳
は
完
全
に
近

い
形
で
残
っ
て
い
て
、
王
鼎
の
書
丹
、
悟
抱
の
蒙
額
、
王
惟
約
の
刻
字
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
碑
刻
に
似
せ
て
新
し
い
碑
石
に
刻
み
、
墓
塔
と

封
に
な
る
形
で
新
た
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
が
再
建
し
た
戒
壇
の
由
緒
を
強
調
す
る
べ

く
、
そ
の
開
租
と
し
て
法
均
を
顕
彰
し
た
か
っ
た
知
幻
這
母
子
ら
に
と
っ
て
は
、
遺
行
碑
が
遼
代
に
立
て
ら
れ
た
首
初
の
姿
を
取
り
戻
す
こ
と
が

十
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望
ま
し
く
、
再
建
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
丈
字
を
碑
石
の
上
に
一
切
刻
ま
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

法
均
の
事
跡
と
遼
金
時
代
の
馬
鞍
山
菩
薩
戒
壇

(一)

法

均

の

事

跡

こ
こ
で
は
、
主
に
「
法
均
遣
行
碑
」
に
依
擦
し
て
、
法
均
の
事
跡
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。

「
法
均
遺
行
碑
」
よ
り
法
均
の
浸
年
は
大
康
元
年
(
一

O
七
五
三
時
に
五
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
生
年
は
開
泰
一

O
年
(
一

O
二
乙
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
出
身
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
貧
し
い
家
の
出
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
幼
い
こ
ろ
、
燕
京
西
郊
の

紫
金
寺
の
非
辱
律
師
に
見
い
だ
さ
れ
て
悌
門
に
入
り
、
そ
の
弟
子
と
な
っ
て
い
る
(
遺
行
碑
五
i
六
行
日
)
。
具
足
戒
を
受
け
て
か
ら
、
長
年
諸

方
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
師
を
尋
ね
、
研
鑓
を
積
ん
だ
。

長
い
問
、
彼
は
全
く
無
名
で
あ
っ
た
。
遣
行
碑
で
彼
の
事
跡
の
年
紀
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
不
惑
を
過
ぎ
た
清
寧
七
年
(
一

O

六
こ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
の
春
、
朝
廷
の
命
令
を
受
け
て
行
わ
れ
た
悌
典
章
疏
・
抄
記
の
校
定
事
業
に
有
能
な
皐
借
と
し
て
選
ば
れ
参
加

し
た
。
こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
他
の
丈
献
に
は
み
え
ず
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
史
賓
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
こ
ろ
契
丹
で
は
、
前
皇
帝
興
宗
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
大
破
経
(
い
わ
ゆ
る
「
契
汁
寂
」
)
の
編
纂
・
刊
刻
事
業
が
ま

さ
に
進
行
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
大
戴
経
の
刊
行
が
最
終
的
に
全
五
七
九
軟
と
し
て
完
成
す
る
の
は
、
成
羅
四
年
(
一

O
六
八
)
の
こ
と

(ロ)

で
あ
る
。
大
戒
経
が
刊
行
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず
随
一
子
信
に
よ
る
校
勘
作
業
を
経
て
、
正
確
な
本
丈
を
確
定
し
て
か
ら
、
版
木
に
丈
字
が
刻
ま

れ
て
い
く
が
、
法
均
が
参
加
し
た
朝
命
に
よ
る
章
疏
・
抄
記
の
校
定
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
刊
刻
・
印
行
を
前
提
と
す
る
事
業
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

413 

大
戴
経
刊
行
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
時
期
、
そ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
契
丹
で
は
朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
備
典
の
政
集
が
熱
心
に
行
わ
れ
て
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(
日
)

い
た
。
大
蔵
経
の
校
定
を
行
う
際
に
は
、
関
連
の
悌
典
を
博
捜
し
、
新
た
に
章
疏
が
護
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
遁
宗
の
清
寧
年
間

に
は
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
悌
典
の
護
掘
と
牧
集
を
命
ず
る
詔
が
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
麓
見
さ
れ
た
の
が
『
稗
摩
詞
桁
論
』
で
あ
り
、
清

(
H
)
 

寧
八
年
(
一

O
六
二
)
に
大
戴
経
に
入
れ
ら
れ
て
、
以
後
契
丹
に
お
い
て
大
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
法
均
が
章
疏
・
抄
記
の
校
定

事
業
に
参
加
し
た
清
寧
七
年
と
は
、
皇
帝
の
命
令
の
も
と
に
悌
典
牧
集
が
進
め
ら
れ
て
い
た
時
期
に
嘗
た
っ
て
お
り
、
収
集
さ
れ
た
章
疏
・
抄

(
日
)

記
の
刊
行
事
業
の
一
環
と
し
て
校
定
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
蔑
さ
れ
た
賓
例
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
山
西
省
庭
豚
の
悌
宮
土
寸
木
塔

(
国
)

か
ら
護
見
さ
れ
た
悌
典
の
な
か
に
は
、
蓮
宗
皇
帝
の
宣
命
を
受
け
て
燕
京
弘
法
土
寸
で
刊
刻
さ
れ
た
章
疏
が
含
ま
れ
て
お
り
、
大
破
経
に
含
ま
れ

な
い
章
疏
類
も
、
大
戒
経
と
同
様
に
、
燕
京
弘
法
寺
に
お
い
て
国
家
事
業
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
世
紀
末
に
、
高
麗
の
義

天
が
本
圃
の
み
な
ら
ず
宋
や
契
丹
、
日
本
な
ど
の
園
外
か
ら
も
古
今
の
章
疏
を
遍
く
牧
集
し
て
『
績
戴
」
を
編
纂
・
刊
行
し
た
。
こ
の
『
績

戴
』
刊
行
事
業
の
護
願
は
、
義
天
が
ま
だ
一
九
歳
で
あ
っ
た
一

O
七
三
年
に
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
高
麗
と
宋
と
の
聞
で
四
十
数
年

契
丹
に
お
け
る
こ
う
し
た
章
疏
類
の
刊
行
事
業
の
影
響
は
、
隣
園
の
高
麗
に
も
波
及
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

ぶ
り
に
園
交
が
回
復
し
た
ば
か
り
の
時
期
に
あ
た
り
、
宋
か
ら
の
悌
典
輸
入
が
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
高
麗
が
昔
時
契
丹
の
属
国
で
あ
り
、
雨
園
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
道
宗
治
下
の
隣
圃
契
丹

に
お
け
る
悌
教
教
皐
興
隆
か
ら
も
大
い
に
刺
激
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

法
均
の
事
跡
に
戻
ろ
う
。
法
均
は
校
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
て
辞
し
た
後
、
同
じ
清
寧
七
年
の
秋
に
は
、
燕
京
三
撃
寺
の
論
法
師
に
推
薦

さ
れ
て
任
じ
ら
れ
た
(
遺
行
碑
八
l
九
行
日
)
。
三
皐
寺
は
、
契
丹
時
代
、
主
要
擦
貼
都
市
(
現
在
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
燕
京
・
中
京
・
興
中

府
・
平
州
)
に
建
て
ら
れ
、
経
・
律
・
論
そ
れ
ぞ
れ
を
捨
嘗
す
る
法
師
が
置
か
れ
て
、
仰
撃
を
講
じ
る
民
子
問
土
寸
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
三
皐
土
寸
の
経
・
律
・
論
法
師
や
寺
主
は
、
高
僧
た
ち
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
皐
僧
が
推
奉
さ
れ
、
皇
帝
の
宣
命
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。

彼
ら
の
任
期
は
一
一
一
年
と
定
め
ら
れ
て
い
て
、
任
期
が
満
了
し
た
後
に
は
、
必
ず
皇
帝
の
も
と
に
赴
い
て
引
き
継
ぎ
を
行
い
、
そ
の
際
に
紫
衣
や

(
叩
)

大
徳
競
な
ど
を
賜
る
習
わ
し
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
寺
の
運
航
宮
は
完
全
に
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
寺
主
か
ら
は
任
期
ご
と
に
朝
廷
に
財
務

十
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報
告
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
三
間
晶
子
寺
と
は
、
国
家
に
よ
る
偶
数
数
皐
振
興
策
の
一
環
と
し
て
各
地
に
建
立
さ
れ
た
官
管
寺
院

(
幻
)

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
金
代
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
遼
金
時
代
の
悌
教
の
連
績
性
を
う
か
が
わ
せ
る
詮
左
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

三
年
の
任
期
を
終
え
た
法
均
は
、
清
寧
一

O
年
(
一

O
六
回
)
に
皇
帝
の
も
と
に
赴
き
、
通
例
ど
お
り
に
紫
衣
と
最
慧
大
徳
の
競
を
賜
っ
た
。

皇
帝
の
も
と
を
辞
し
て
か
ら
、

い
よ
い
よ
彼
の
活
躍
の
舞
墓
と
な
る
燕
京
西
郊
の
馬
鞍
山
に
や
っ
て
来
て
隠
棲
し
た
。
「
法
均
遺
行
碑
」
に
よ

れ
ば
、
馬
鞍
山
に
隠
棲
し
て
か
ら
、
多
く
の
信
徒
が
法
均
を
慕
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
(
遺
行
碑
九
1
一

O
行
日
)
。
慧
緊
土
寸
の
土
寸
名
は
遺

行
碑
に
は
み
え
な
い
が
、
後
述
す
る
新
城
時
経
植
に
刻
ま
れ
た
記
文
に
そ
の
名
が
み
え
て
お
り
、
助
縁
者
た
ち
の
援
助
を
得
て
、
法
均
が
馬
鞍

山
中
に
創
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

成
羅
五
年
(
一

O
六
九
)
冬
に
は
燕
京
の
借
録
を
補
佐
す
る
借
判
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
馬
鞍
山
は
燕
京
西
郊
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
法

均
が
任
じ
ら
れ
た
役
職
は
お
そ
ら
く
燕
京
右
街
借
判
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
僧
官
に
任
じ
ら
れ
て
自
分
の
志
を
愛
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

こ
と
を
嫌
っ
た
法
均
は
、
彼
に
蹄
依
す
る
人
々
の
願
い
を
受
け
て
、
翌
成
羅
六
年
(
一

O
七
O
)
四
月
、
馬
鞍
山
に
大
乗
菩
薩
戒
壇
を
創
設
し

一
行

(L

目
。
す
る
と
、
法
均
か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
人
々
が
大
奉
し
て
馬
鞍
山
に
押
し
寄
せ
た
。
そ
し
て
、

た
(
遺
行
碑
一

0
1
一

そ
の
な
か
に
は
契
丹
圏
内
の
み
な
ら
ず
、
隣
固
の
宋
や
西
夏
な
ど
か
ら
園
境
を
越
え
て
や
っ
て
来
る
人
々
も
多
数
い
た
と
い
う
(
四
章
参
照
)
。

「
法
均
遺
行
碑
」

の
「
春
か
ら
秋
ま
で
の
お
よ
そ
宇
年
間
、
毎
日
数
千
人
も
の
人
々
を
得
度
さ
せ
た
」
(
遺
行
碑
一

一
行
目
)
と
い
う
記
述
は
、

菩
薩
戒
を
授
け
る
借
の
惇
記
史
料
の
常
套
句
で
、
誇
張
が
過
ぎ
る
に
せ
よ
、
法
均
の
菩
薩
戒
が
た
い
へ
ん
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
戒
壇
を
開
設
し
て
か
ら
わ
ず
か
半
年
あ
ま
り
の
同
じ
年
の
一
一
一
月
に
、
蓮
宗
皇
帝
が
法
均
の
噂
を
耳
に
し
て
、
合
目
見
を
渇
望

し
、
近
臣
を
祇
遣
し
て
彼
を
そ
の
居
所
に
呼
び
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
法
均
遺
行
碑
」
に
よ
れ
ば
、
法
均
は
二
度
に
わ

二
人
は
意
気
投
合
し
た
。
法
均
に
婦
依
し
た
皇
帝
は
、
そ
の
母
の
皇
太
后
(
興
宗
の
皇
后
)
と
と
も
に
、
北

(
お
)

面
し
て
イ
ン
ド
で
聖
者
に
封
し
て
行
う
足
に
口
づ
け
す
る
敬
躍
を
行
っ
て
弟
子
の
躍
を
と
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
み
え
る
「
備
制
」
は
丈
字
通

た
り
「
悌
制
」
を
皇
帝
に
惇
え
、

415 

り
に
は
ブ
ツ
ダ
の
定
め
た
教
え
を
意
味
す
る
が
、
あ
る
い
は
菩
薩
戒
に
か
か
わ
る
教
え
を
皇
帝
に
惇
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
翌
日
、
法
均
に

十
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崇
椋
大
夫
守
司
空
の
官
競
を
賜
る
と
と
も
に
、
惇
菩
薩
戒
壇
主
の
栴
競
を
受
け
、
法
均
の
大
乗
菩
薩
戒
壇
は
皇
帝
の
認
可
を
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
み
ず
か
ら
詩
文
や
書
を
よ
く
し
た
蓮
宗
皇
帝
は
さ
ら
に
、
法
均
を
讃
え
る
「
行
高
峰
頂
松
千
尺
、
戒
浮
天
心
月
一
輪
。
」
と
い
う
御
製
の

詩
を
賜
っ
た
(
以
上
、
法
均
と
皇
帝
の
舎
見
は
遺
行
碑
一
一
一
l
一
四
行
日
)
。
こ
の
と
き
に
法
均
が
守
司
空
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
悌
品
以

に
か
ん
す
る
記
述
が
比
較
的
少
な
い

『
遼
史
」
本
紀
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
一
一
月
戊
午
つ
百
)
に
園
緯
と
法
均
(
『
遼

史
』
で
は
「
法
鈎
」
)
の
二
人
が
守
司
空
を
賜
り
、
そ
の
翌
日
に
は
、
皇
太
后
の
聖
節
に
あ
わ
せ
、
死
罪
以
下
の
罪
を
放
克
す
る
赦
が
愛
せ
ら
れ

(μ) 

一
一
日
後
の
辛
酉
(
瓦
日
)
に
は
、
漢
人
の
漁
携
や
狩
獄
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
法
均
遺
行
碑
」
に
は
、
法
均
の
た
め
に

て
い
る
。
さ
ら
に
、

赦
が
愛
せ
ら
れ
、
同
時
に
税
の
未
納
の
克
除
も
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
遺
行
碑
の
記
述
は
法
均
を
讃
え
る
た
め
の
も
の
で
割
り
引
い
て

考
え
る
必
要
は
あ
る
が
、
園
調
伴
と
法
均
へ
の
加
競
と
翌
日
の
赦
、
そ
の
二
日
後
の
漢
人
の
殺
生
禁
止
令
は
、
皇
帝
等
の
悌
教
信
仰
に
も
と
づ
く

一
連
の
措
置
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
皇
帝
が
法
均
ら
と
舎
見
し
た
場
所
は
、
「
法
均
遺
行
碑
」
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
遼

史
』
巻
二
二
、
道
宗
本
紀
の
戚
羅
六
年
九
月
庚
戊
の
僚
に
「
鶏
締
淀
に
幸
し
た
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
契
丹
皇
帝
が
毎
年
の
よ
う

に
冬
を
過
ご
す
冬
営
地
で
、
シ
ラ
・
ム
レ
ン
と
ラ
オ
ハ
・
ム
レ
ン
の
二
つ
の
河
が
交
わ
る
遺
り
の
平
原
に
位
置
す
る
と
推
定
さ
れ
る
鶏
締
淀

(
お
)

(
鶏
総
は
契
丹
語
の
音
認
、
漢
語
で
は
虞
平
淀
、
中
舎
川
)
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)

法
均
は
そ
の
後
、
皇
帝
の
許
可
を
得
て
、
各
地
か
ら
の
求
め
に
摩
じ
て
、
上
京
臨
演
府
、
中
京
大
定
府
、
興
中
府
、
西
京
大
同
府
、
平
州
な

ど
の
契
丹
圏
内
の
主
要
擦
酷
都
市
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
衆
生
に
菩
薩
戒
を
授
け
績
け
た
(
遺
行
碑
一
四
1

一
五
行
日
)
o

菩
薩
戒
は
必
ず
し
も
固

定
し
た
建
物
の
戒
壇
を
要
す
る
諜
で
は
な
く
、
出
先
で
あ
っ
て
も
戒
壇
を
設
け
て
授
戒
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
法
均
の
菩
薩
戒

(
訂
)

に
封
す
る
人
々
の
熱
狂
は
固
中
に
康
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

大
康
元
年
(
一

O
七
五
)
一
一
一
月
、
法
均
は
五
五
歳
で
亡
く
な
る
。
戒
壇
を
聞
い
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
わ
ず
か
五
年
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
膨
大
な
数
の
信
徒
に
菩
薩
戒
を
授
け
、
一
吐
舎
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
法
均
に
封
し
弟
子
の
植
を
と
っ
た
這
宗
は
、

亡
く
な
る
前
か
ら
何
度
も
見
舞
い
の
書
と
薬
を
迭
り
、
亡
く
な
っ
た
後
に
は
い
た
く
悲
し
ん
で
、
特
使
を
一
淑
遣
し
て
葬
儀
の
た
め
の
費
用
を
贈
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り
、
さ
ら
に
燕
京
か
ら
燕
京
留
守
中
門
使
の
祖
隔
を
抵
遣
し
て
、
葬
儀
を
取
り
仕
切
ら
せ
た
。
こ
れ
ら
は
、
法
均
が
皇
帝
か
ら
破
格
の
恩
遇
を

受
け
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
法
均
が
茶
見
に
付
さ
れ
た
後
、
境
内
の
方
丈
の
西
側
に
墓
塔
が
、
さ
ら
に
は
影
堂
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
左

右
に
は
石
造
の
隼
勝
陀
羅
尼
経
瞳
が
一
基
ず
つ
立
て
ら
れ
た
(
遺
行
碑
一
六
よ
一
O
行
目
)

0

戒
古
室
寺
に
は
現
在
、
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
法
均
を
弔
う
た
め
に
大
康
元
年
七
月
に
立
て
ら
れ
た
「
悌
説
悌
頂
隼
勝
陀
羅
尼
呪
」
を
は
じ
め

と
す
る
四
種
の
陀
羅
尼
呪
を
刻
む
経
瞳
と
、
法
均
況
後
二
年
後
の
大
康
三
年
(
一

O
七
七
)
三
月
に
、
法
均
の
追
善
供
養
の
た
め
に
墓
塔
の
前

に
立
て
ら
れ
た
「
聖
千
手
千
眼
観
自
在
菩
薩
摩
詞
薩
属
大
国
満
無
擬
大
悲
心
密
言
」
を
刻
む
経
瞳
の
二
基
が
存
す
る
。
前
者
が
「
法
均
遣
行

碑
」
に
み
え
る
こ
基
の
隼
勝
陀
羅
尼
経
瞳
の
う
ち
の
一
基
で
、
後
者
は
そ
れ
以
外
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
基
の
経
瞳
は
、
「
法
均

遣
行
碑
」
と
異
な
っ
て
、
契
丹
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
賓
物
で
あ
る
こ
と
は
確
責
で
あ
り
、
現
在
の
戒
蓋
寺
の
所
在
地
に
ま
ち
が
い
な
く
法
均
が

創
建
し
た
慧
緊
寺
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
賓
物
の
詮
様
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
陀
羅
尼
呪
の
後
ろ
に
記
文
と
題
名
を
刻
み
、
法
均
の
弟
子
に
つ
い

(
お
)

て
惇
え
る
貼
で
も
重
要
な
史
料
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
詳
遮
す
る
紙
幅
の
徐
裕
が
な
い
。

「
法
均
遺
行
碑
」
は
法
均
が
亡
く
な
っ
て
一
六
年
後
の
大
安
七
年
(
一

O
九
二
に
な
っ
て
立
て
ら
れ
た
。
法
均
の
後
継
者
で
第
二
代
惇
菩

薩
戒
壇
主
の
裕
窺
が
、
師
の
事
跡
を
後
世
に
惇
え
顛
彰
す
る
た
め
に
、
長
年
法
均
と
交
流
が
あ
り
、
菩
薩
戒
も
授
け
ら
れ
た
添
州
出
身
の
王
鼎

に
行
肢
を
迭
っ
て
、
遺
行
碑
の
撰
丈
と
書
丹
を
依
頼
し
、
こ
の
碑
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
科
翠
に
及
第
し
た
王
鼎
は
、
碑
が
立
て
ら
れ

た
首
時
、
文
章
を
つ
か
さ
ど
る
官
で
あ
る
こ
と
を
示
す
乾
丈
閤
直
皐
士
を
帯
び
、
玉
三
日
の
起
草
を
行
う
知
制
詰
、
歴
史
編
纂
を
つ
か
さ
ど
る
史

(
却
)

館
修
撰
の
任
も
粂
ね
て
お
り
、
契
丹
朝
廷
に
仕
え
る
漢
人
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
政
権
有
力
者
の
聞
に
も
法
均
か
ら
菩
薩
戒
を

受
け
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(二)

法
均
浸
後
の
馬
鞍
山
菩
薩
戒
壇

417 

法
均
の
浸
後
、
お
そ
ら
く
同
じ
年
の
う
ち
に
(
大
康
元
年
)
、
数
多
く
の
門
弟
の
中
か
ら
裕
窺
が
後
耀
者
に
選
ば
れ
た
。
裕
窺
の
壇
主
継
承
は
、

十
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皇
帝
の
承
認
を
受
け
て
行
わ
れ
、
同
時
に
崇
椋
大
夫
検
校
太
尉
の
官
競
を
賜
り
、
さ
ら
に
授
戒
時
に
用
い
る
皇
帝
御
製
の

(
初
)

賜
っ
た
。
法
均
の
法
孫
悟
敏
の
遺
行
碑
「
惇
戒
大
師
遺
行
碑
」
(
以
下
「
悟
敏
遺
行
問
」
)
で
は
、
法
均
在
世
中
に
御
製
戒
本
が
授
け
ら
れ
た
こ
と

(
む
)

に
な
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
特
筆
大
書
さ
れ
て
然
る
べ
き
は
ず
の
「
法
均
遺
行
碑
」
に
は
何
ら
言
及
が
な
い
の
で
、
お
そ
ら

『
菩
提
心
戒
本
」
を

く
第
二
代
壇
主
の
裕
窺
に
初
め
て
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
製
『
菩
提
心
戒
本
」
に
つ
い
て
は
、
大
康
三
年
(
一

O
七
七
)
に
西
京
信
録

(
沼
)

に
任
じ
ら
れ
た
崇
雅
が
皇
帝
よ
り
賜
っ
た
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
裕
窺
へ
の
賜
奥
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
た
る
。
現
存
す
る
こ
れ
ら
の
事
例
よ

り
す
れ
ば
、
大
康
初
年
前
後
よ
り
、
皇
帝
は
菩
薩
戒
を
授
け
る
高
信
に
み
ず
か
ら
撰
し
た
戒
本
を
賜
輿
し
て
、
菩
薩
戒
の
流
布
に
積
極
的
に
か

か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ミ
つ
い
て
、
天
慶
六
年
(

一
六
)
に
二
代
目
壇
主
裕
窺
が
亡
く
な
る
際
に
、
遺
言
を
遺
し
て
、
御
製
の
戒
本
は
悟
敏
に
惇
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
戒
本
の
停
授
に
つ
い
て
、
「
有
司
」
す
な
わ
ち
燕
京
の
官
司
(
恐
ら
く
燕
京
留
守
司
)
よ
り
天
一
昨
皇
帝
へ
と
上

(
お
)

奏
が
行
わ
れ
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
と
い
う
手
績
き
を
経
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
壇
主
の
人
選
は
前
壇
主
の
指
名
に
よ
っ
て
い
た
も
の
の
、
菩

薩
戒
授
輿
の
際
に
用
い
ら
れ
る
御
製
戒
本
の
継
承
は
皇
帝
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
三
代
目
壇
主
の
悟
敏
は
皇
統
元
年
(
一

一
四
一
)
に
亡
く
な
る
ま
で
二

O
年
あ
ま
り
壇
主
の
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
燕
京
一
帯

は
遼
金
交
代
期
に
嘗
た
り
、
燕
京
契
丹
政
権
の
成
立
、
宋
へ
の
割
譲
、
金
に
よ
る
奪
取
と
、
目
ま
ぐ
る
し
い
政
治
費
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
が
、

「
悟
敏
遺
行
碑
」
は
そ
の
遺
り
の
事
情
を
ま
っ
た
く
歎
し
て
語
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
寺
史
に
か
か
わ
り
、
清
代
乾
隆
年
聞
に
編
纂
さ
れ
た

『
欽
定
日
下
奮
聞
考
』
巻
一

O
五
の
戒
墨
土
寸
を
紹
介
す
る
部
分
の
按
語
に
、
寺
に
首
時
存
在
し
た
遼
金
碑
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

壇
前
遼
碑
一
、
乾
丈
閤
直
撃
士
王
鼎
撰
、
大
安
七
年
立
。
金
碑
一
、
開
府
儀
同
三
司
致
仕
韓
肪
撰
、
天
徳
四
年
立
。
又
己
湖
遼
碑
一
、
起

復
知
植
密
院
直
撃
士
虞
仲
丈
撰
、
建
一
帽
元
年
立
。
巳
湖
金
碑
一
、
翰
林
直
撃
士
施
宜
生
撰
、
貞
元
三
年
立
。
此
二
碑
、
今
寺
僧
猫
惇
其
丈
、

而
批
脱
頗
多
。

こ
れ
は
乾
隆
三
九
年
(
一
七
七
四
)
に
完
成
し
た

「
欽
定
日
下
奮
聞
考
』

の
編
纂
過
程
で
行
わ
れ
た
費
地
調
査
に
も
と
づ
く
記
述
で
あ
り
、
乾

十
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隆
年
聞
の
寺
内
の
朕
況
を
惇
え
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
大
安
七
年
(
一

O
九
二
立
石
の
王
鼎
が
撰
し
た
遼
碑
は
「
法
均

遺
行
碑
」
を
、
金
園
海
陵
王
の
治
世
に
首
た
る
天
徳
四
年
(

一
五
二
)
立
石
で
韓
肪
が
撰
し
た
金
碑
は
「
悟
敏
遺
行
碑
」
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
、

い
ず
れ
も
戒
壷
寺
境
内
に
現
存
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
す
で
に
摩
滅
し
て
丈
字
が
謹
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
停
え
ら
れ
る
碑
と
し
て
、
建
一
帽
元
年
(
一

一
一
一
一
一
)
と
貞
元
三
年

一
五
五
)
と
い
う
紀
年
を
持
つ
一
一
つ
の
碑
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
存
せ
ず
、
碑
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
前
者

の
建
一
晴
元
年
碑
が
立
て
ら
れ
た
一
一
一
一
一
一
年
と
は
、
完
顔
阿
骨
打
率
い
る
女
畳
一
軍
が
契
丹
軍
を
堅
倒
し
て
契
丹
の
中
京
を
陥
れ
、
天
一
昨
皇
帝
は

す
で
に
上
京
・
中
京
と
い
っ
た
契
丹
本
擦
地
を
放
棄
し
て
、
西
京
大
同
府
方
面
へ
と
逃
亡
し
た
時
期
に
首
た
る
。
燕
京
地
直
で
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
年
に
、
南
京
留
守
の
任
に
あ
っ
た
耶
律
浬
里
(
漠
名
淳
)
が
西
へ
逃
れ
た
天
一
昨
帝
を
見
限
っ
て
自
立
し
、
契
丹
皇
帝
に
即
位
し
て
お
り
、

そ
の
元
競
が
建
一
帽
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
撰
者
の
虞
仲
丈
と
は
、
左
企
弓
ら
と
並
ん
で
、
耶
律
浬
里
の
政
権
を
支
え
た
漢
人
官
僚
の
中
心
人
物

(
泊
)

で
あ
っ
た
。
こ
の
虞
仲
丈
が
碑
丈
を
撰
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
馬
鞍
山
は
遼
金
交
代
の
混
乱
期
も
依
然
と
し
て
燕
京
の
契
丹
政
権
と
密
接
な
闘

係
を
持
ち
績
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
代
史
料
で
は
な
い
が
、
元
末
に
撰
述
さ
れ
た
「
善
選
惇
戒
碑
」
に
は
、

二
一
一
年
六
月
に
耶
律
浬
里
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
、

そ
の
妻
の
粛
氏
が
太
后
と
し
て
後
を
継
ぎ
油
田
興
と
改
元
し
た
と
き
に
、
遁
宗
の
金
泥
御
室
田

『
菩
薩
三
緊
戒
本
』
が
、
粛
氏
よ
り
馬
鞍
山
慧
来
寺
の
悟
纏
に
輿
え
ら
れ
た
と
い
う
停
承
が
み
え
、
や
は
り
こ
の
時
期
の
馬
鞍
山
と
燕
京
契

(
お
)

丹
政
権
と
の
つ
な
が
り
を
推
測
さ
せ
る
。
戒
本
を
輿
え
ら
れ
た
悟
纏
は
悟
敏
と
同
輩
行
で
あ
る
か
ら
、
法
均
の
法
孫
に
首
た
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
寺
に
現
存
す
る
「
悟
敏
遺
行
碑
」
の
撰
者
韓
肪
お
よ
び
摩
滅
し
て
い
た
貞
一
万
三
年
の
紀
年
を
持
つ
碑
の
撰
者
施
宜
生
は
、
い
ず
れ
も

(
お
)

金
初
屈
指
の
丈
人
官
僚
と
し
て
知
ら
れ
、
金
園
政
権
の
翰
林
院
で
活
躍
し
て
い
る
。
お
り
し
も
海
陵
王
に
よ
る
中
都
へ
の
遷
都
の
時
期
と
重
な

の

419 

っ
て
お
り
、
馬
鞍
山
慧
緊
土
寸
は
園
都
近
郊
に
あ
る
名
利
と
し
て
、
金
園
朝
廷
中
枢
部
か
ら
の
保
護
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
悟
敏
を

継
い
で
そ
の
法
弟
の
悟
鉢
が
皇
統
元
年
以
後
に
第
四
代
壇
主
と
な
っ
た
後
に
、
大
規
模
な
重
修
事
業
を
興
し
た
と
い
う
記
速
が
そ
の
惇
記
に
み

(
幻
)

え
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
期
の
政
権
に
よ
る
保
護
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
悟
鉢
は
貞
元
二
年
(
一

一
五
四
)
に
亡
く
な
っ

十
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て
い
る
か
ら
、
『
欽
定
日
下
奮
聞
考
』
に
み
え
る
摩
滅
し
た
貞
元
三
年
の
施
宜
生
撰
の
碑
刻
と
は
、
悟
鉢
の
事
跡
を
刻
ん
だ
遺
行
碑
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
『
補
績
高
借
停
』
に
み
え
る
悟
鉢
の
停
記
は
、
明
末
の
時
貼
で
は
ま
だ
謹
む
こ
と
の
で
き
た
碑
丈
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

馬
鞍
山
戒
壇
は
、
燕
京
地
匿
の
名
利
と
し
て
、
王
朝
交
代
を
越
え
て
、
政
権
か
ら
一
貫
し
て
大
い
な
る
隼
崇
と
保
護
を
受
け
績
け
て
い
た
の
で

あ
る
。遼

金
時
代
の
馬
鞍
山
戒
壇
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
二
一
世
紀
竿
ば
ま
で
で
あ
り
、
前
章
で
み
た
明
代
前
期
の
復
興
ま
で
丈
献

の
空
白
期
と
な
る
。
技
連
の
と
お
り
、
元
初
に
は
馬
鞍
山
慧
来
龍
寺
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
法
均
創
建
の
菩
薩
戒
壇
が
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
か
は
、
現
有
史
料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
山
上
の
別
の
寺
院
西
峰
土
寸
に
あ
っ
た
同
新
塔
植
を
の
ぞ
き
、
元
代
碑
刻
が
ま
っ
た
く
残

っ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
元
末
の
兵
火
で
荒
廃
し
た
寺
院
を
明
代
に
復
興
し
た
と
き
に
意
国
的
に
抹
殺
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

契
丹
(
遼
)
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
流
行

こ
こ
で
は
、
法
均
の
開
設
し
た
菩
薩
戒
壇
が
内
外
に
た
い
へ
ん
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
背
景
を
考
察
す
る
べ
く
、
皇
帝
を
含
め
、
契
丹
朝

廷
周
遣
に
お
い
て
、
菩
薩
戒
の
受
戒
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
中
心
に
、
首
時
の
契
丹
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
唐
範
な
流
行
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
て
お
こ
、
っ
。

契
丹
皇
帝
の
菩
薩
戒
受
戒
に
か
ん
し
て
は
、
聖
宗
文
殊
奴
以
前
は
史
料
の
歓
乏
の
た
め
不
明
で
あ
り
、
興
宗
夷
不
童
(
漢
名
は
宗
国
号
、
遁
宗

浬
隣
、
天
昨
帝
阿
呆
(
渓
名
は
延
稽
)
の
三
人
の
皇
帝
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
遁
宗
に
つ
い
て
は
、
現
有
の
丈
献
で
は
菩
薩
戒
を

授
け
ら
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
記
録
は
み
え
な
い
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
「
菩
薩
国
王
」
と
呼
ば
れ
、
な
お
か
つ
み
ず
か
ら
戒
本
を

撰
す
る
な
ど
菩
薩
戒
の
流
布
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
ら
、
菩
薩
戒
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ま
ず
、
興
宗
と
菩
薩
戒
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
は
、
園
融
園
師
澄
淵
と
非
濁
の
師
弟
を
奉
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
房
山
石
経
に
牧
め
ら
れ
る

『
一
切
併
菩
薩
名
集
』

の
官
頭
に
は
質
花
島
の
高
僧
思
孝
に
よ
っ
て
重
照
二
二
年
(
一

O
五
二
)
に
書
か
れ
た
序
文
「
大
戴
敬
諸
悌
菩
薩
名
競

十

「

14 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
円
ド
跡
部
リ
中
日
宍
)
寸
・

2

E
待

ー「

集
序
」
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
序
文
に
は
、
時
に
上
京
管
内
都
借
録
の
任
に
あ
っ
た
非
濁
が
、
利
州
太
子
寺
の
借
悟
雲
が
大
戒
経
所
故
経

典
か
ら
悌
・
菩
薩
の
名
前
を
牧
集
し
た
二

O
巻
の

「
一
切
悌
菩
薩
名
集
」
に
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
最
新
の
契
丹
識
に
も
と
づ
い
て
、
宋
お

よ
ぴ
契
丹
に
お
け
る
新
語
悌
典
か
ら
集
め
た
悌
・
菩
薩
の
名
を
増
補
し
た
一
一
巻
を
加
え
た
も
の
を
完
成
さ
せ
、
累
聖
殿
(
お
そ
ら
く
歴
代
皇
帝
を

記
っ
た
宮
殿
あ
る
い
は
帳
幕
)
に
お
い
て
先
帝
を
追
善
供
養
す
る
道
場
が
設
け
ら
れ
た
の
に
参
加
し
た
際
に
、
興
宗
皇
帝
に
封
面
し
て
こ
れ
を
進

呈
し
、
そ
れ
に
封
し
て
皇
帝
が
直
接
非
濁
を
嘉
賞
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
そ
の
と
き
に
興
宗
が
非
濁
に
語
っ
た
言
葉
の
な
か
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。

:
そ
の
う
え
あ
な
た
は
太
師
侍
中
園
師
を
躍
し
て
聾
聞
戒
郎
波
駄
耶
と
し
、
肢
は
太
師
侍
中
圃
師
を
曜
し
て
菩
薩
戒
阿
遮
梨
耶
と
し
た
。

(
お
)

だ
か
ら
、
(
朕
と
あ
な
た
の
二
人
は
)
位
の
う
え
で
は
君
臣
の
ち
が
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
義
と
し
て
は
兄
弟
と
同
じ
で
あ
る
の
だ
。
:
:
:

自
分
自
身
(
皇
帝
)
と
非
濁
は
と
も
に
「
太
師
侍
中
園
師
」
か
ら
戒
を
授
け
ら
れ
た
身
で
あ
る
か
ら
、
兄
弟
で
あ
る
に
等
し
く
、
師
か
ら
の
数

え
を
受
け
継
い
で
、
園
中
に
備
法
を
属
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
り
か
け
、
『
一
切
悌
菩
薩
名
集
』
の
刊
刻
・
印
遣
が
ム
叩
ぜ
ら
れ
る

と
い
う
流
れ
で
思
孝
の
序
文
は
紋
遮
す
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
太
師
侍
中
園
師
」
と
は
、
非
濁
の
浸
後
に
、
そ
の
追
善
供
養
の
た
め
に
燕
京
奉

一
帽
寺
に
立
て
ら
れ
た
悌
頂
掌
勝
陀
羅
尼
経
瞳
に
刻
ま
れ
た
惇
記
に
、
「
重
照
初
、
故
守
太
師
粂
侍
中
国
融
園
師
を
植
し
て
師
と
矯
す
。
」
と
あ
る

(
約
)

非
濁
の
師
の
固
融
固
師
(
法
淵
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
皇
帝
の
言
葉
で
は
、
非
濁
が
澄
淵
を
植
し
て
「
藍
聞
戒
郎
波
駄
耶
」
と
し
た
と
あ
る
。

こ
の
「
郎
波
駄
耶

B
E
与
包
写
々
と
」
は
師
を
意
味
し
、
「
聾
聞
戒
」
と
は
、
大
乗
戒
に
封
置
さ
れ
る
小
乗
戒
の
こ
と
で
、
出
家
し
た
修
行
者

が
授
け
ら
れ
る
戒
で
あ
り
、
非
濁
が
澄
淵
よ
り
具
足
戒
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
す
。
い
っ
ぽ
う
、
「
朕
は
太
師
侍
中
国
師
を
躍
し
て
菩
薩
戒

(
判
)

阿
遮
梨
耶

(ω
芝
山
口
同
円
三
)
と
し
た
」
と
は
、
興
宗
が
澄
淵
よ
り
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
澄
淵
は
菩
薩
戒
を
皇

帝
に
授
け
、
皇
帝
か
ら
園
師
競
と
い
う
借
と
し
て
の
最
高
の
稽
競
を
賜
っ
た
首
代
屈
指
の
高
僧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
遼
史
』
巻
六
八
遊
幸

表
に
は
、
重
照
七
年
(
一

O
三
八
)

一
一
一
月
に
皇
帝
が
「
仰
寺
に
幸
し
て
戒
を
受
け
た
」
と
い
う
記
録
が
み
え
て
お
り
、

お
そ
ら
く
こ
の
と
き
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に
澄
淵
よ
り
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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い
っ
ぽ
う
弟
子
の
非
濁
は
、
澄
淵
に
間
学
ん
で
か
ら
、
遼
東
湾
に
浮
か
ぶ
畳
花
島
(
現
在
の
遼
半
省
興
城
市
の
菊
花
島
)
に
住
し
、

の
ち
に
上
京

管
内
都
信
録
、
燕
京
管
内
左
街
借
録
を
歴
任
し
て
い
る
。
華
最
や
戒
律
に
通
暁
し
た
皐
僧
と
し
て
名
高
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
一
切
悌

の
積
編
を
編
ん
だ
ほ
か
、
後
に
日
本
に
惇
え
ら
れ
て
『
今
昔
物
語
集
』
に
採
録
さ
れ
る
故
事
も
多
く
含
む
『
随
願
往
生
集
』
の
撰

菩
薩
名
集
』

速
で
知
ら
れ
る
。
『
随
願
往
生
集
」
も
ま
た
時
の
皇
帝
道
宗
に
進
呈
さ
れ
、
皇
帝
の
激
賞
を
受
け
、
御
製
の
序
を
附
し
た
う
え
で
大
戴
経
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
非
濁
塔
瞳
記
」
に
よ
れ
ば
、
清
寧
六
年
(
一

O
六
O
)
の
春
に
、
蓮
宗
皇
帝
が
燕
京
に
行
幸
し
た
際
に
、
燕
京
管
内

憐
悔
主
菩
薩
戒
師
の
位
を
授
け
ら
れ
て
、
燕
京
で
の
菩
薩
戒
授
戒
の
お
墨
附
き
を
輿
え
ら
れ
、
翌
年
二
月
奉
一
帽
寺
に
戒
壇
を
設
け
て
、
三
年
後

(
剖
)

に
亡
く
な
る
ま
で
数
多
く
の
信
徒
に
授
戒
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

非
濁
と
か
か
わ
り
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
法
均
の
師
で
、
菩
薩
戒
壇
が
設
け
ら
れ
た
燕
京
西
の
寺
院
紫
金
土
寸
に
住
し
た
非
辱
律
師
の
法
詳
の

一
字
目
が
同
じ
く
「
非
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
辱
も
ま
た
非
濁
と
同
様
、
園
融
園
師
澄
淵
の
門
弟
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

澄
淵
|
非
辱
|
法
均
と
い
う
停
菩
薩
戒
師
と
し
て
の
系
譜
を
誼
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
均
が
蓮
宗
よ
り
絶
大
な
思
遇
を
受
け
た
背
景
に
は
、

先
帝
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
澄
淵
の
系
譜
を
引
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
守
つ
い
て
、
法
均
よ
り
少
し
後
の
時
期
に
契
丹
朝
廷
で
菩
薩
戒
を
授
け
た
借
と
し
て
は
、
通
理
大
師
恒
策
が
奉
げ
ら
れ
る
。
恒
策
は
大
安
九

年
(
一

O
九
一
一
一
)
か
ら
一

O
年
に
か
け
て
、
房
山
石
経
の
刊
刻
事
業
を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
刻
一
経
を
の
ぞ
き
、
従
来
そ
の
生

涯
は
謎
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
北
京
房
山
匝
大
安
山
郷
で
鷲
見
さ
れ
、
現
在
房
山
匝
丈
物
管
理
所
に
保
管
さ
れ
る
「
大
遼
燕
京
西
大
安
山
延

一
帽
寺
蓮
花
崎
更
改
通
園
通
理
奮
庵
矯
観
音
堂
記
井
諸
師
賓
行
録
」
(
天
慶
五
年
(
一

一
五
)
立
石
、
以
下
「
大
安
山
碑
」
と
略
稽
)
と
い
う
碑
刻
が

近
年
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
碑
刻
は
、
大
安
山
蓮
花
崎
と
い
う
山
中
に
あ
る
、
恒
策
と
通
園
大
師
法
蹟
が
時
を
同
じ
く
し
て
庵
を
結
ん
で
掛
錫
し

(
也
)

た
場
所
に
立
て
ら
れ
、
碑
陽
に
は
恒
策
と
法
蹟
の
事
跡
が
、
碑
陰
に
は
恒
策
と
同
門
の
通
悟
大
師
恒
簡
の
事
跡
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寂

照
大
師
、
法
蹟
、
恒
策
の
三
人
が
契
丹
に
お
い
て
曹
洞
蹄
を
麿
め
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
調
が
振
る
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
契
丹
偶
数
史

(
必
)

の
通
説
を
書
き
換
え
る
貼
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
碑
刻
で
あ
る
。
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こ
の
新
出
の
碑
刻
も
利
用
し
な
が
ら
、
恒
策
の
事
跡
を
追
っ
て
お
こ
う
。
恒
策
は
奉
聖
州
饗
山
際
の
農
民
の
出
身
で
、
地
元
の
賓
峰
寺
で
出

家
得
度
し
た
。

つ
い
で
、
『
程
摩
詞
桁
論
通
賛
疏
』

の
撰
者
で
屈
指
の
皐
借
と
し
て
知
ら
れ
る
燕
京
永
泰
寺
の
守
擦
に
見
い
だ
さ
れ
、
彼
を
師

と
し
て
、
二
三
歳
の
と
き
(
成
案
七
年
(
一

O
七
一
)
)
師
に
従
っ
て
、
皇
太
后
と
皇
帝
に
拝
謁
し
、
紫
衣
と
通
理
の
競
を
賜
っ
た
。
そ
の
後
、

大
安
山
蓮
花
崎
に
や
っ
て
来
て
庵
を
結
ぶ
と
、
多
く
の
信
徒
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
大
安
八
年
(
一

O
九
二
)
に
房
山
雲
居
寺
を
訪

れ
、
陪
代
静
琉
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
歴
代
継
績
さ
れ
て
き
た
石
経
刊
刻
事
業
の
成
就
を
護
願
し
、
菩
薩
戒
壇
を
聞
い
て
集
め
た
施
銭
を
資
金

(
組
)

と
し
て
、
事
業
を
再
開
し
た
。

(
川
町
)

石
経
刊
刻
事
業
が
一
段
落
し
て
後
、
名
書
を
耳
に
し
た
遁
宗
皇
帝
に
請
わ
れ
宣
命
に
よ
っ
て
内
殿
機
悔
主
に
任
じ
ら
れ
る
。
『
遼
史
」
遊
幸

一
一
月
僚
に
は
、
皇
帝
が
恒
策
の
戒
壇
を
訪
れ
て
、
例
法
に
つ
い
て
問
う
た
、
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
市

表
の
書
昌
二
年
(
一

O
九
六
)

こ
れ
は
、
恒
策
が
内
殿
機
悔
主
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
殿
と
は
一
般
に
皇
帝
が
政
務
を
執
る
宮
殿
を
意
味
す

る
が
、
契
丹
皇
帝
の
場
合
、
都
域
内
の
固
定
し
た
宮
殿
に
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
遊
牧
民
の
習
慣
に
も
と
づ
く
季
節
ご
と
の
移
動
生

活
を
一
貫
し
て
保
持
し
て
お
り
、
皇
帝
が
居
住
し
、
か
つ
政
務
を
執
る
移
動
式
帳
幕
を
指
す
。

い
っ
ぽ
う
、
機
悔
主
と
は
仰
徒
に
機
悔
滅
罪
さ

せ
て
、
心
を
清
海
に
す
る
よ
う
導
く
師
の
こ
と
を
言
、
つ
が
、
『
遼
史
」
遊
幸
表
に
恒
策
が
戒
壇
を
設
け
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

内
殿
機
悔
主
に
任
じ
ら
れ
た
恒
策
が
皇
帝
に
層
従
し
、
h
b
J

笹
口
地
の
帳
幕
に
戒
壇
を
設
け
、
皇
帝
に
随
従
し
て
い
た
王
族
・
官
僚
等
に
菩
薩
戒
を

授
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
菩
薩
戒
を
受
け
る
た
め
に
は
必
ず
機
悔
滅
罪
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
受
戒
の
過
程
で
は
憐
悔
が
紋

く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
「
大
安
山
碑
」
に
よ
れ
ば
、
恒
策
は
菩
薩
戒
を
百
五
十
高
の
衆
生
に
授
け
た
と
あ
る
が
、

皇
太
子
(
の
ち
の
天
昨
帝
、
耶
律
阿
呆
)
以
下
の
契
丹
王
族
や
百
官
八
十
人
あ
ま
り
、
公
主
や
妃
五
十
人
あ
ま
り
が
恒
策
を
師
と
し
た
と
い
う
契

(
灯
)

丹
支
配
者
集
圏
に
闘
わ
る
具
瞳
的
な
記
述
も
み
え
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
天
一
昨
帝
は
皇
太
子
時
代
に
恒
策
か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恒
策
は
そ
の
後
燕
京
永
泰
寺
に
移
り
、
議
舎
を
聞
い
た
り
、
菩
薩
戒
壇
で
授
戒
し
た
り
し
て
、
多
く
の
人
々
の
蹄
依
を

423 

受
け
た
後
、
書
昌
四
年
(
一

O
九
八
)
に
五

O
歳
で
亡
く
な
る
。
な
お
、
恒
策
の
師
守
藻
も
、
成
案
元
年
(
一

O
六
五
)
の
段
階
で
「
憐
悔
師
」
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(

川

崎

)

の
栴
競
を
持
ち
、
永
泰
寺
に
菩
薩
戒
壇
を
設
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
恒
策
の
授
け
る
菩
薩
戒
は
、
師
の
守
藻
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

恒
策
が
菩
薩
戒
を
授
け
た
信
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

い
ま
一
度
房
山
で
の
石
経
刊
刻
事
業
に
日
を
向
け
て
み
よ
う
。
雲
居
寺

に
現
存
す
る
恒
策
の
刻
経
事
業
の
顛
末
を
記
し
た
「
大
遼
一
体
州
、
採
鹿
山
雲
居
寺
績
耐
戴
石
経
塔
記
」
末
尾
に
は
、
こ
の
と
き
に
刻
ま
れ
た
経
日

が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
宗
出
資
の
刻
経
に
引
き
績
き
行
わ
れ
た
こ
の
と
き
の
刻
経
で
は
、
大
識
経
の
帳
番
競
順
に
前
か

ら
刊
刻
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
資
金
を
や
り
く
り
し
て
放
果
的
な
事
業
と
す
る
べ
く
、
恒
策
が
重
要
と
考
え
た
悌
典
を
優
先
し
て

刊
刻
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、

つ
と
に
塚
本
善
隆
氏
は
、
通
理
大
師
の
刻
経
は
大
乗
三
戒
(
経
・
律
・
論
)
を
具
足
さ
せ

る
こ
と
を
第
一
の
目
的
に
行
わ
れ
た
と
し
、
さ
ら
に
蓮
宗
時
代
に
護
見
さ
れ
新
た
に
大
戴
経
に
入
れ
ら
れ
た

(
叩
)

と
に
注
意
し
て
、
遼
備
品
以
の
情
勢
を
反
映
す
る
も
の
と
み
な
す
。
塚
本
氏
の
こ
う
し
た
指
摘
は
嘗
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
筆
者
は

「
穆
摩
詞
桁
論
』
が
刻
ま
れ
た
こ

こ
れ
に
加
え
て
、
本
章
で
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
昔
時
の
大
乗
菩
薩
戒
の
流
行
と
恒
策
が
菩
薩
戒
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
菩
薩
戒
を
説

く
大
乗
律
典
の
重
要
な
も
の
が
ほ
ぼ
網
羅
的
に
刊
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
要
覗
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
千
字
文
番
競
で
二

O
四
番
目
に
あ
た

る
「
岡
田
こ
か
ら
一
一

O
八
番
目
「
聖
」
ま
で
の
一
九
種
の
律
典
(
菩
薩
戒
経
典
、
機
悔
経
典
、
十
善
戒
経
典
を
含
む
)
の
な
か
に
、
菩
薩
戒
に
か
か
わ

『
菩
薩
地
持
経
」
、
『
菩
薩
善
戒
経
』
、
『
優
婆
塞
戒
経
」
、
『
林
ん
網
経
」
、
『
菩
薩
瑛
培
本
業
経
」
な

っ
て
依
撮
す
る
経
典
と
し
て
重
覗
さ
れ
て
い
た

(
叩
)

ど
が
残
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
績
融
戒
石
経
塔
記
」
経
日
よ
り
明
ら
か
と
な
る
恒
策
の
経
典
選
捧
は
、
首
時
の
契
丹
悌
教
の
特
徴

を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

「
大
安
山
碑
」
に
は
、
恒
策
の
前
に
法
蹟
の
事
跡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
天
酢
帝
の
宣
命
に
よ
っ
て
内
殿
憐

悔
主
に
任
じ
ら
れ
て
、
輔
園
通
園
大
師
の
四
字
師
競
を
賜
っ
て
お
り
、
皇
帝
か
ら
特
別
の
恩
寵
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
法
蹟
が
内
殿
憐
悔

主
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
遼
史
」
巻
二
七
、
天
昨
皇
帝
本
紀
の
乾
統
一
万
年
(
一

一
O
一
)
三
月
甲
成
の
候
に
あ
る
「
償
法
願
を
召

し
て
、
戒
を
内
庭
に
放
っ
。
」
と
い
う
記
事
が
封
麿
す
る
。
こ
の
「
法
願
」
は
「
法
蹟
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
正
月
に
亡
く
な
っ
た
遁
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宗
皇
帝
が
六
月
に
慶
陵
に
葬
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
法
蹟
が
授
戒
を
行
っ
た
と
き
は
、
ち
ょ
う
ど
数
ヶ
月
の
殖
が
行
わ
れ
て
い
た
と
き
に
首
た

(
孔
)

る
。
同
じ
年
、
道
宗
の
追
善
供
養
の
た
め
に
、
大
規
摸
な
度
憎
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
法
蹟
に
よ
る
授
戒
も
道
宗
の
葬
迭
と
関
連
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
皇
帝
に
召
さ
れ
た
法
蹟
は
、
契
丹
圏
中
植
の
人
々
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
燕
京
西
の
紫

金
寺
に
や
は
り
菩
薩
戒
壇
を
聞
い
て
、
多
く
の
衆
生
に
授
戒
し
た
後
、
乾
統
四
年
(
一
一

O
四
)
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
蹟
が
戒
壇
を

設
け
た
紫
金
土
寸
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
均
が
初
め
非
辱
律
師
に
戒
律
を
皐
ん
だ
寺
で
、
法
均
自
身
、
馬
鞍
山
に
戒
壇
を
聞
い
た
後
に
、

こ
の
寺
で
も
菩
薩
戒
を
授
け
て
お
り
、
紫
金
寺
と
馬
鞍
山
慧
衆
寺
と
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
「
大
安
山
碑
」
に
よ
れ
ば
法
蹟
は
、
燕
京
開
悟

寺
の
金
剛
大
師
を
師
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
法
詳
の
一
宇
目
が
「
法
」
で
、
か
つ
紫
金
寺
で
菩
薩
戒
壇
を
聞
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法

均
と
同
様
に
紫
金
土
寸
で
非
辱
律
師
に
向
学
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
師
の
金
剛
大
師
が
や
は
り
澄
淵
の
弟
子
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
ほ
か
、
現
在
建
る
碑
刻
史
料
よ
り
判
明
す
る
蓮
宗
・
天
昨
帝
時
代
に
契
丹
朝
廷
で
菩
薩
戒
を
授
け
た
借
と
し
て
は
、
恒
策
と
同
じ
く
守

藻
に
亭
ん
だ
通
悟
大
師
恒
慌
ピ
正
慧
大
師
(
法
詳
不
眠
二
、
、
鮮
演
な
ど
が
畢
げ
ら
れ
る
。
鮮
演
は
、
這
宗
・
天
一
昨
帝
時
代
に
皇
帝
の
深
い
蹄

依
を
受
け
、
上
京
を
中
心
と
す
る
契
丹
本
地
で
活
躍
し
た
契
丹
時
代
最
高
の
皐
借
の
ひ
と
り
で
、
「
内
殿
」
に
限
る
も
の
で
は
な
い
が
、
皇
帝

(
日
)

の
命
を
受
け
て
合
計
七
一
一
回
も
戒
壇
を
聞
き
、
多
く
の
人
々
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。
ま
た
、
契
丹
本
地
で
は
な
い
が
、
契
丹
朝
廷
に
近
い
位
置

に
あ
っ
た
借
と
し
て
、
燕
京
の
救
建
寺
院
大
目
天
天
寺
に
住
し
た
姻
族
請
氏
出
身
の
志
智
が
い
る
が
、
燕
京
の
高
僧
よ
り
戒
本
を
受
け
継
い
で
、

(
日
)

菩
薩
戒
を
多
く
の
人
々
に
授
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
は
碑
刻
史
料
よ
り
判
明
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
『
遼
史
』
本
紀
を
ひ
も
と
く
と
、
大
康
五
年
(
一

O
七
九
)

年

(

二
月
に
守
遁
を
、
書
昌
六

(
日
)

一
一
月
に
醤
亙
間
山
の
志
達
を
、
そ
れ
ぞ
れ
招
鴨
し
て
「
内
殿
」
に
戒
壇
を
設
け
さ
せ
た
と
い
う
記
録
が
み
え
る
。
こ
の
戒

一
O
O
)

壇
も
ま
た
、
内
殿
す
な
わ
ち
皇
帝
の
冬
替
地
に
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
皇
帝
お
よ
び
雇
従
す
る
王
族
・
百
官
な
ど
を
釘
象
と
し
て
菩
薩
戒

を
授
け
る
戒
壇
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

425 

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
記
録
か
ら
見
る
限
り
、
遁
宗
の
葬
迭
と
関
連
す
る
法
蹟
の
授
戒
を
の
ぞ
い
て
、
契
丹
皇
帝
が
高
僧
を
招
聴
す
る
場

十
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合
、
い
ず
れ
も
冬
に
行
在
へ
呼
び
寄
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
均
が
道
宗
に
召
さ
れ
た
の
も
一
一
一
月
だ
っ
た
し
、
上
述
の
「
内
殿
」
に
戒
壇

を
設
け
て
授
戒
を
行
わ
せ
る
事
例
も
す
べ
て
冬
で
あ
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
元
祐
四
年
(
一

O
八
九
、
大
安
五
年
)

一
一
一
月
に
道
宗
の
聖
節
を
祝
賀

す
る
使
節
と
し
て
宋
よ
り
抵
遣
さ
れ
た
蘇
轍
は
、
「
北
朝
皇
帝
は
悌
法
を
好
み
、

み
ず
か
ら
悌
典
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
毎
年
夏
に
な
る

(
日
)

と
、
諸
京
の
信
徒
や
そ
の
群
臣
を
合
同
し
て
、
経
を
手
に
と
り
み
ず
か
ら
講
じ
て
い
る
o
」
と
い
う
詮
言
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
蹴
出
の
鮮

演
の
墓
誌
に
は
、
道
宗
が
毎
年
冬
と
夏
に
「
庭
閥
」
す
な
わ
ち
皇
帝
の
帳
幕
に
鮮
演
を
召
し
出
し
、
例
法
や
政
事
に
つ
い
て
諮
問
し
た
こ
と
が

(
時
)

記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
す
れ
ば
、
移
動
生
活
を
迭
る
契
丹
皇
帝
の
一
年
の
生
活
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
、
夏
と
各
に
信
を
皇
帝
の
宿
替
地
で

あ
る
捺
鉢
に
召
し
、
皇
帝
白
身
が
悌
典
を
講
ず
る
講
経
法
舎
や
、
菩
薩
戒
の
受
戒
法
舎
な
ど
が
聞
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
皇
帝
が
借
を
召
し

た
行
在
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冬
は
正
月
の
朝
賀
ま
で
滞
在
す
る
冬
替
地
(
冬
捺
鉢
)
の
鶏
赫
淀
一
帯
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
夏
に
つ
い
て
は
、
聖
宗
・
興
宗
の
二
人
の
先
帝
を
葬
っ
た
慶
陵
よ
り
さ
ら
に
北
方
の
大
興
安
嶺
に
分
け
入
っ
た
山
麓
一

帯
が
契
丹
皇
帝
の
主
要
な
夏
管
地
(
夏
捺
鉢
)
で
あ
り
、
そ
の
前
後
に
は
必
ず
慶
州
・
慶
陵
を
通
過
し
て
い
く
の
で
、
あ
る
い
は
先
代
皇
帝
の

(
印
)

追
善
供
養
の
目
的
か
ら
、
毎
年
の
よ
う
に
慶
州
あ
る
い
は
慶
陵
附
近
で
備
事
・
法
舎
を
開
催
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
契
丹
の
皇
帝
周
遣
に
お
け
る
菩
薩
戒
授
受
の
事
例
を
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
集
め
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
よ
り
、
契
丹
圏
中
枢
の
支

配
者
層
の
聞
に
贋
が
る
菩
薩
戒
流
行
と
い
う
趨
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
右
に
翠
げ
た
、
契
丹
皇
帝
の
蹄
依
を
受
け
て
皇
帝
周
遣
で
菩

薩
戒
を
授
け
た
高
僧
た
ち
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
法
名
の
輩
行
に
よ
る
推
測
も
含
み
、
完
全
に
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
す
べ

(ω) 

て
澄
淵
・
思
孝
・
守
藻
と
い
う
三
人
の
高
僧
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
三
人
は
興
宗
お
よ
び
道
宗
時
代
に
お
け
る
契
丹
園

最
高
の
撃
僧
に
数
え
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
仰
数
数
撃
の
興
隆
を
瞳
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
戒
律
に
通
じ
た
菩
薩
戒
師
で

あ
っ
た
。
皇
帝
の
深
い
時
依
を
受
け
て
い
た
彼
ら
の
系
譜
を
引
く
僧
た
ち
が
、

一
貫
し
て
契
丹
の
悌
数
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
本
稿
の
主
役
法
均
も
賓
は
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
う
と
い
う
菩
薩
戒
は
、

一
部
の
支
配
者
集
圏
の
み
な
ら
ず
、
契
丹
園
内
の
贋
い
範
園
で
流
行
し
、
枇
合
目
的
な
反
響
は
甚

十

「
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大
で
あ
っ
た
。
紙
幅
の
都
合
で
例
謹
す
る
徐
裕
は
な
い
が
、
燕
京
地
匝
の
碑
刻
史
料
の
な
か
に
は
、
地
方
郷
村
で
の
菩
薩
戒
の
流
行
を
う
か
が

わ
せ
る
数
多
く
の
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
遺
り
の
事
情
は
、
大
康
五
年
(
一

O
七
九
)
九
月
に
、
沿
旧
が
戒
壇
を
開
設
す
る
こ

(
日
)

と
を
各
地
の
官
憲
が
禁
止
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
遁
宗
が
詔
を
護
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
詔
に
言
、
つ
戒
壇
の
中
に

は
、
多
く
の
菩
薩
戒
壇
が
含
ま
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
石
刻
を
中
心
と
す
る
借
の
俸
記
な
ど
か
ら
、
特
に
遁
宗
時
代
以
後
、
「
党

網
経
』

や
『
菩
薩
戒
経
』
(
玄
笑
『
菩
薩
戒
本
』
か
っ
)
と
い
っ
た
菩
薩
戒
授
受
で
依
擦
す
る
経
典
が
非
常
に
よ
く
謹
ま
れ
、

か
つ
講
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
さ
ら
に
、
陸
牒
悌
宮
寺
木
塔
か
ら
鷲
見
さ
れ
た
仰
典
は
、

二
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
契
丹
併
殺

の
特
徴
を
如
賓
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
菩
薩
戒
に
か
か
わ
る
丈
献
が
散
見
す
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
菩
薩
戒
を
受
け
た
者

(

M

M

)

 

に
授
け
ら
れ
る
木
版
本
の
菩
薩
戒
牒
が
護
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鷹
牒
木
塔
護
見
の
菩
薩
戒
関
連
丈
献
に
つ
い
て
の
文
献
亭
的
研
究
は
、

こ
こ
で
扱
う
遣
は
な
い
が
、
契
丹
で
流
行
し
た
菩
薩
戒
の
特
徴
を
数
撃
・
思
想
面
よ
り
理
解
し
、
中
国
悌
数
史
上
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
必

要
不
可
歓
の
作
業
で
あ
り
、
契
丹
圏
一
吐
舎
で
の
菩
薩
戒
の
康
範
な
普
及
の
賓
態
と
あ
わ
せ
、
更
な
る
検
討
を
期
し
た
い
。

四

園
境
を
越
え
る
参
詣
者
た
ち

一
玉
早
で
若
干
言
及
し
た
よ
う
に
、
法
均
が
聞
い
た
馬
鞍
山
の
戒
壇
に
は
、
契
丹
園
内
の
み
な
ら
ず
、
異
固
か
ら
の
参
詣
者
が
国
境
を
越
え
て

数
多
く
到
来
し
た
。
「
法
均
遺
行
碑
」

一
一
行
目
の
馬
鞍
山
戒
壇
へ
の
参
詣
者
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
述

が
み
え
る
。

隣
邦
の
父
老
や
絶
域
の
売
揮
が
、
み
な
園
境
を
越
え
て
法
を
犯
し
て
、
身
を
投
げ
う
っ
て
蹄
依
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

「
隣
邦
の
父
老
」
と
は
、
南
側
の
隣
園
、
宋
か
ら
や
っ
て
来
た
人
々
を
指
す
と
み
て
問
題
な
い
。
い
っ
ぽ
う
「
克
海
」
と
は
、
「
莞
」
と
「
吐

谷
津
」
を
併
稽
す
る
語
で
、

一
般
に
チ
ベ
ッ
ト
系
の
人
々
を
一
不
す
表
現
で
あ
る
。
契
丹
時
代
の
文
献
と
し
て
は
、
慶
陵
出
土
の
聖
宗
漢
丈
哀
加

427 

の
中
で
、
被
葬
者
聖
宗
の
治
世
を
讃
え
る
べ
く
高
麗
・
ウ
イ
グ
ル
・
西
夏
な
ど
が
契
丹
に
朝
貢
し
て
き
た
こ
と
を
記
し
た
箇
所
に
、
「
夏
園
之

十

「

21 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
円
ド
跡
部
リ
中
日
宍
)
寸
・

2

E
待

ー「

428 

(

山

山

)

売
揮
」
な
る
表
現
が
み
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
法
均
遺
行
碑
」
に
み
え
る
「
絶
域
売
揮
」
と
は
、
主
に
は
西
夏
支
配
下
の
人
々
を
指
す
と
み
て

よ
い
。
西
夏
は
さ
ま
ざ
ま
な
部
族
集
圏
を
包
含
す
る
部
族
連
合
韓
国
家
と
し
て
の
特
質
を
持
つ
が
、
支
配
者
層
の
タ
ン
グ

l
ト
(
黛
項
)
は
も

と
よ
り
、

オ
ル
ド
ス
か
ら
河
西
回
廊
に
か
け
て
置
が
る
版
固
に
は
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト
系
集
圏
が
居
住
し
、
こ
の
「
売
揮
」
と
い
う
漢
語
の
呼
稀

は
、
そ
う
し
た
西
夏
の
支
配
領
域
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
西
夏
と
宋
の
園
境
地
帯
に
住
む
青
唐
と
呼
ば
れ
る

チ
ベ
ッ
ト
系
部
族
集
圏
も
、
「
売
揮
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
契
丹
に
と
っ
て
は
、
西
夏
も
ま
た
宋
と
同
様
に
、
境
を
接
す
る

隣
園
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
燕
京
の
人
々
の
地
理
感
覚
で
は
、
遠
く
離
れ
た
「
絶
域
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
「
売
淳
」
と
い
う
表
現
と
は
ず
れ
る
が
、
こ
の
時
期
、
ボ
グ
ド
・
オ

l
ラ
山
脈
を
中
心
と
し
て
天
山
一
帯
に
柴
え
た
ウ
イ
グ
ル
国
家

は
、
や
は
り
西
夏
と
同
様
悌
設
が
盛
ん
で
、
早
く
に
契
丹
に
服
属
し
て
通
交
関
係
も
緊
密
で
あ
り
、

一
一
世
紀
後
牛
に
は
、
契
丹
と
宋
雨
園
を

(

山

間

)

股
に
か
け
て
活
動
し
た
ウ
イ
グ
ル
商
人
や
、
契
丹
園
内
で
活
動
し
た
高
昌
(
コ
l
チ
ョ
C
o
m
O
)

の
借
の
存
在
も
史
料
上
確
認
で
き
る
の
で
、
馬

鞍
山
に
や
っ
て
来
た
参
詣
者
の
な
か
に
ウ
イ
グ
ル
人
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
最
近
庄
一
沙
雅
章
氏
の
研
究
に
よ
り
、

強
順
博
物
館
所
載
の
ト
ル
フ
ァ
ン
麓
見
漢
丈
悌
典
中
よ
り
契
丹
戴
刻
本
断
片
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
、

ウ
イ
グ
ル
時
代
の
高
日
回
に
契
丹
戴
が
惇

たえ
こら
とれ
がて
明い
ら た
か事
に賓
なが
り 判
つ明
っし
あて
る£お
O~ り

一
一
世
紀
後
宇
か
ら
一
一
一
世
紀
初
頭
ご
ろ
に
お
け
る
偶
数
を
通
じ
た
丈
化
交
流
が
雨
園
聞
に
存
在
し

い
ず
れ
に
せ
よ
、
馬
鞍
山
慧
緊
土
寸
の
大
乗
菩
薩
戒
壇
に
は
、
契
丹
圏
内
の
み
な
ら
ず
、
種
族
も
出
自
も
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
異
邦
人
が
法

均
の
障
を
聞
き
つ
け
て
参
詣
し
、
菩
薩
戒
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
法
均
遣
行
碑
」
以
外
に
も
、
馬
鞍
山
へ
の
異
国
か
ら
の
参
詣
者
に
か
か
わ
る
碑
刻
史
料
と
し
て
、
民
固
『
新
城
師
紳
士
心
』
に
著
録
さ
れ
る

(

山

山

)

「
特
建
葬
舎
利
瞳
記
」
(
題
は
『
新
城
牒
志
」
に
よ
る
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
北
京
の
南
に
位
置
す
る
河
北
省
新
城
牒
の
郷
村
に
か
つ
て
立
っ
て

い
た
仰
頂
隼
勝
陀
羅
尼
経
瞳
瞳
身
の
陀
羅
尼
の
末
尾
に
刻
ま
れ
た
丈
章
で
、
一
経
瞳
の
建
て
ら
れ
た
経
緯
を
記
す
。
経
瞳
は
成
羅
八
年
(
一

O
七

二
)
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
二
年
後
に
西
側
に
建
て
ら
れ
た
経
瞳
と
あ
わ
せ
、

二
丈
あ
ま
り
(
約
六
メ
ー
ト
ル
)
の
高
さ
で
東
西
に
針
峠
し
て
蛇
立
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し
て
い
た
。
『
新
城
牒
志
』
に
は
西
側
の
経
瞳
の
形
状
に
つ
い
て
の
み
説
明
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
経
瞳
は
、
六
角
形
で
五
屠
か
ら
な
る
瞳

身
を
持
ち
、
経
瞳
を
立
て
た
僧
俗
助
縁
者
の
男
女
の
名
前
を
列
奉
し
、
側
面
に
は
悌
像
と
そ
の
名
前
を
刻
み
、
彫
刻
は
き
わ
め
て
精
般
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。
二
つ
の
経
瞳
記
丈
は
い
ず
れ
も
添
州
の
郷
貢
進
士
段
温
恭
が
撰
文
し
て
い
る
。
『
新
城
牒
士
山
」
が
編
纂
さ
れ
た
一
九
三

O

年
代
の
時
酷
で
、
西
側
の
経
瞳
の
丈
字
は
す
で
に
摩
滅
し
て
ほ
と
ん
ど
誼
め
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
封
し
、
東
側
の
箪
勝
陀
羅
尼
経
障
は
丈
字

が
完
全
に
謹
め
る
状
態
で
建
っ
て
い
て
、
末
尾
の
記
丈
が
「
特
建
葬
舎
利
瞳
記
」
と
し
て
著
録
さ
れ
た
。
そ
の
冒
頭
に
は
「
奉
矯
皇
太
后
天
佑

皇
帝
龍
悟
皇
后
特
建
悌
頂
骨
辛
勝
陀
羅
尼
輯
」
と
大
童
日
し
、
皇
太
后
・
皇
帝
(
遁
宗
)
・
皇
后
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
例
法

(

町

山

)

を
護
持
す
る
契
丹
政
権
を
讃
え
る
。

「
特
建
葬
会
口
利
瞳
記
」

の
前
中
十
で
は
、
成
羅
六
年
(
一

O
七
O
)
四
月
に
馬
鞍
山
慧
緊
土
寸
で
大
乗
菩
薩
戒
壇
を
聞
き
、
戒
を
授
け
て
借
俗
問

わ
ず
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
済
し
た
法
均
の
事
跡
を
顕
彰
す
る
。
そ
の
後
に
績
け
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
遮
が
み
え
る
。

:
:
:
南
宋
か
ら
ひ
そ
か
に
や
っ
て
来
て
受
戒
を
求
め
る
者
は
、
こ
と
ご
と
く
記
録
し
霊
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
数
多
い
。
昔
か
ら
今

に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
が
一
体
州
新
城
牒
衣
錦
郷
曲
堤
里
の
口
巴
衆
で
中
書
省
大
程
官
の
劉
清
ら
と
、

告
田
村
の
院
内
で
一
経
律
論
を
業
と
す
る
大
徳
詳
善
口
は
、
磨
い
て
い
な
い
玉
の
よ
う
な
飾
り
気
の
な
い
民
心
を
持
ち
、
明
月
の
よ
う
な
清
ら

か
な
戒
行
を
持
っ
て
お
り
、
皆
一
代
の
口
人
で
あ
る
が
、

か
く
て
一
緒
に
南
北
朝
聞
を
結
ぶ
騨
路
沿
い
へ
行
き
、
無
遮
の
飯
を
設
け
て
、

(
侃
)

ひ
そ
か
に
多
く
の
一
帽
を
受
け
た
。
.

戒
を
求
め
る
人
々
を
救
い
、
ま
す
ま
す
慎
み
深
い
員
心
に
闘
み
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
法
均
が
戒
を
授
け
る
馬
鞍
山
慧
緊
寺
の
菩
薩
戒
壇
を
目
指
し
て
、
南
の
隣
固
で
あ
る
宋
か
ら
園
境
を
越
え
て
や

っ
て
来
る
参
詣
者
が
移
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
経
瞳
が
建
て
ら
れ
た
新
城
牒
と
は
、
宋
と
の
国
境
に
近
く
、

(ω) 

雨
園
聞
を
結
ぶ
騨
停
が
設
け
ら
れ
た
幹
線
路
上
に
位
置
し
て
い
た
。

一
O
O
四
年
に
檀
淵
の
盟
が
締
結
さ
れ
て
か
ら
後
に
は
、
契
丹
と
宋
の
爾

固
は
平
和
共
存
瞳
制
に
入
っ
て
、
定
期
的
な
使
節
の
往
還
が
規
定
さ
れ
た
が
、
固
境
を
は
さ
ん
で
南
の
宋
側
の
玄
関
口
が
雄
州
で
あ
り
、
北
の

429 

契
丹
側
の
玄
関
口
が
新
城
牒
で
あ
り
、
雨
園
使
節
は
必
ず
雄
州
|
新
城
|
添
州
|
燕
京
を
結
ぶ
街
遁
を
通
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
南
の
宋
か
ら
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430 

馬
鞍
山
を
目
指
す
参
詣
者
た
ち
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
こ
の
街
道
上
を
通
っ
て
い
く
状
況
を
目
の
首
た
り
に
し
て
、
近
く
の
郷
村
(
衣
錦
郷
曲
堤

(
刊
)

里
)
に
住
む
中
主
日
省
大
程
官
の
劉
清
ら
が
村
の
寺
院
の
僧
と
と
も
に
、
参
詣
者
を
助
け
る
た
め
に
、
街
道
に
お
い
て
「
無
遮
之
鉢
」
を
設
け
る

と
い
う
善
行
を
行
っ
た
。
こ
の
「
無
遮
之
鉢
」
を
設
け
る
と
は
、
僧
俗
男
女
を
含
む
四
衆
に
封
し
、
誰
彼
問
わ
ず
無
制
限
に
食
事
を
布
施
す
る

無
遮
舎
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
劉
清
ら
は
「
巴
衆
」
と
あ
る
か
ら
、
悌
教
信
仰
の
も
と
郷
村
の
人
々
が
結
集
し
た
邑
舎
の
成
員
で
あ
っ
た

(
円
)

と
考
え
ら
れ
る
。
無
遮
舎
を
行
っ
た
場
所
で
は
、
そ
の
善
行
に
成
坐
除
し
て
一
粒
の
舎
利
が
数
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
大
小
二
十
粒
あ
ま
り
に
増

え
る
と
い
う
奇
跡
が
起
こ
り
、
そ
の
後
、
そ
の
舎
利
を
埋
葬
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
悌
頂
隼
勝
陀
羅
尼
経
瞳
を
立
て
た
と
い
う
。
こ
の
記
文
は
、

法
均
が
皇
帝
に
召
さ
れ
た
翌
年
の
成
薙
八
年
に
撰
述
さ
れ
、
ま
さ
に
法
均
の
名
撃
と
馬
鞍
山
へ
の
参
詣
熱
が
頂
酷
に
達
し
て
い
る
法
均
在
世
中

の
同
時
代
記
録
と
し
て
、
貴
重
な
憤
値
を
持
つ
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
契
丹
の
園
外
、
と
り
わ
け
宋
に
お
い
て
燕
京
西
郊
の
馬
鞍
山
に
位
置
す
る
大
乗
菩
薩
戒
壇
へ
の
参
詣

熱
が
わ
き
起
こ
る
こ
と
の
背
景
で
あ
る
。
法
均
の
菩
薩
戒
壇
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
ど
の
よ
う
に
園
境
を
越
え
て
惇
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
直
淵
の
盟
以
後
の
契
丹
・
宋
聞
の
公
式
の
交
流
と
し
て
は
、
定
期
的
な
使
節
交
換
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
随
行
員
を

含
め
る
と
百
人
を
越
え
る
使
節
圏
が
年
に
敷
度
に
わ
た
っ
て
相
互
に
往
来
し
、
こ
う
し
た
使
節
圏
の
人
々
は
相
手
固
が
接
待
役
と
し
て
遣
わ
す

(η) 

接
伴
使
や
館
件
使
、
迭
件
使
と
交
流
し
、
二
疋
の
制
約
は
あ
っ
た
も
の
の
相
手
国
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
賓
際
に
契
丹
圏
内
の
悌

(

門

川

)

教
に
つ
い
て
の
事
情
を
宋
の
使
節
が
惇
え
た
記
録
も
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
城
、
添
州
、
燕
京
と
い
う
ル

l
ト
を
通
っ
て
契
丹
園
内
を
進
ん

で
い
っ
た
使
節
園
が
、
法
均
と
馬
鞍
山
に
か
ん
す
る
情
報
を
宋
の
園
内
に
停
え
て
い
た
可
能
性
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
公
式
の
使
節
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
雨
園
聞
の
よ
り
康
範
な
情
報
停
達
の
捨
い
手
と
し
て
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
密
貿
易
を
行
う

商
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昔
時
、
雨
園
聞
に
は
明
確
な
国
境
線
が
引
か
れ
、
宋
の
雄
州
を
は
じ
め
と
す
る
国
境
地
帯
に
雨
属
戸
が

設
け
ら
れ
て
い
た
の
を
の
ぞ
き
、
園
境
附
近
に
居
住
す
る
民
は
必
ず
ど
ち
ら
か
の
固
に
蹄
属
し
、
国
家
は
土
地
と
人
の
讐
方
を
領
有
す
る
意
識
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(
九
)

を
明
確
に
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
壇
淵
の
盟
の
際
に
両
国
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
誓
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
に
蹄
属
す
る
民
が
越
境
し
て

(
九
)

隣
国
に
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
本
章
回
目
頭
に
引
用
し
た
「
法
均
遣
行
碑
」
に
み
え
る
「
圃
境
を
越
え
て

法
を
犯
し
て
(
越
境
問
目
刑
)
」
と
い
う
表
現
は
、
宋
か
ら
馬
鞍
山
を
目
指
し
て
や
っ
て
来
た
参
詣
者
た
ち
が
、
直
淵
の
盟
の
誓
書
に
明
文
化
さ
れ

た
越
境
禁
止
規
定
を
犯
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

制
度
上
雨
園
聞
で
認
め
ら
れ
た
交
易
は
、
雨
園
園
境
地
帯
の
数
カ
所
の
城
市
に
設
け
ら
れ
た
椎
場
(
公
定
交
易
場
)
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、

(
市
)

権
場
で
の
交
易
は
、
官
憲
の
監
視
下
で
、
交
易
品
な
ど
も
細
か
く
指
定
さ
れ
た
管
理
貿
易
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
権
場
以
外
の
場
所
に
お
い

て
雨
園
そ
れ
ぞ
れ
が
定
め
る
禁
輸
品
を
交
易
す
る
密
貿
易
が
横
行
し
、
客
商
た
ち
は
圃
法
を
犯
し
て
越
境
し
、
商
品
を
運
ん
だ
。
雨
園
は
こ
う

し
た
密
貿
易
に
封
す
る
m
厳
し
い
禁
令
を
繰
り
返
し
渡
し
た
が
、
殺
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
、

(
打
)

権
場
以
外
で
の
密
貿
易
は
一
貫
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
最
し
い
輸
出
禁
止
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悌
典
を
中
心
と
し
て
、
契
丹
・
宋
の
書
物

(
お
)

が
そ
れ
ぞ
れ
相
手
固
に
流
出
し
て
い
た
の
も
、
こ
う
し
た
盛
ん
な
人
聞
の
移
動
に
と
も
な
う
密
貿
易
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
も
そ
も

一
二
世
紀
前
竿
に
雨
園
が
滅
ぴ
る
ま
で
、

檀
淵
の
盟
が
成
立
し
た
と
き
に
は
、
現
状
を
追
認
す
る
形
で
雨
園
聞
の
園
境
線
が
定
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
華
北
平
原
の
部
分
で
は
、

拒
馬
河
(
界
河
)
と
呼
ば
れ
る
河
川
が
国
境
で
あ
っ
た
。
こ
の
河
は
地
域
を
分
か
つ
よ
う
な
大
河
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
河
の
南
北
は
本
来

一
睦
の
地
域
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、

一
O
世
紀
に
契
丹
と
宋
の
前
身
政
擢
で
あ
る
後
周
と
の
聞
で
政
治
的
事
情
に
よ
っ
て
書
一
定
し
た
国
境

で
あ
っ
た
か
ら
、
も
と
よ
り
園
境
を
は
さ
む
人
聞
の
交
流
が
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
直
淵
の
盟
成
立
後
に
、
盟
約
に
も
と
づ
き
雨
園
が
園

境
侵
犯
を
規
制
し
よ
う
と
し
て
も
、
人
と
モ
ノ
の
往
来
を
禁
絶
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。
雨
園
は
平
和
共
存
肱
態
に
入
っ
た
と
は

い
え
、
依
然
と
し
て
互
い
の
動
向
を
つ
か
む
た
め
に
、
越
境
す
る
商
人
や
園
境
地
帯
の
住
民
を
間
諜
と
し
て
雇
い
、
情
報
牧
集
に
つ
と
め
て
い

(
乃
)

た
が
、
こ
う
し
た
間
諜
は
、
不
法
に
越
境
し
て
雨
園
聞
を
往
来
す
る
人
々
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
新
城
牒
の
経
暗
記
丈
よ
り
、
国
禁
を
犯
し
越
境
し
て
馬
鞍
山
を
目
指
す
宋
か
ら
の
参
詣
者
が
、
密
入
国
で
あ
る

431 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堂
々
と
雨
園
の
使
節
も
通
る
雄
州
と
燕
京
を
結
ぶ
騨
路
上
を
通
っ
て
参
詣
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
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し
て
、
彼
ら
に
食
事
を
供
麿
し
て
い
た
地
元
の
有
力
者
の
中
に
は
、
契
丹
政
府
に
仕
え
る
官
が
含
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
住
め

だ
て
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
み
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
経
暗
記
文
は
、
越
境
す
る
参
詣
者
の
存
在
と
彼
ら
に
封
す
る
救
済
を
美
事
と
し
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悌
救
国
家
を
自
認
す
る
契
丹
に
と
っ
て
、
白
園
内
の
高
僧
を
慕
っ
て
園
外
か
ら
参
詣
者
が
殺
到
す
る
こ
と
は
決
し
て
禁

組
す
べ
き
封
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
檀
淵
の
盟
で
定
め
ら
れ
た
雨
固
に
蹄
属
す
る
人
戸
の
境
界
侵
犯

禁
止
と
い
う
制
度
上
の
建
前
と
は
裏
腹
に
、
越
境
行
矯
は
事
貰
上
献
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

馬
鞍
山
へ
の
異
固
か
ら
の
参
詣
熱
を
考
え
る
う
え
で
、
そ
の
立
地
も
重
要
で
あ
る
。
宋
と
契
丹
を
結
ぶ
幹
線
路
は
一
体
州
方
面
よ
り
東
北
へ
と

進
ん
で
き
て
、
慮
溝
橋
で
桑
乾
水
(
現
在
の
、
水
定
河
)
を
渡
り
、
東
に
進
み
燕
京
城
へ
と
入
っ
て
い
く
が
、
馬
鞍
山
は
こ
の
街
這
の
一
番
近
い

場
所
か
ら
わ
ず
か
一
五
キ
ロ
ほ
ど
し
か
な
く
、
街
道
上
を
通
る
人
々
に
と
っ
て
は
立
ち
寄
り
ゃ
す
い
交
通
至
便
な
場
所
に
位
置
し
て
い
た
。
契

丹
・
宋
聞
の
密
貿
易
の
存
在
よ
り
す
れ
ば
、
宋
か
ら
契
丹
へ
や
っ
て
来
る
商
人
の
目
的
地
は
嘗
然
契
丹
で
最
大
の
人
口
を
擁
す
る
燕
京
だ
っ
た

は
ず
で
、
燕
京
を
目
指
し
て
街
道
上
を
往
来
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
客
商
た
ち
が
街
道
近
く
の
馬
鞍
山
を
訪
れ
て
菩
薩
戒

さ
ら
に
そ
の
情
報
が
国
境
を
越
え
て
惇
え
ら
れ
て
い
き
、
法
均
の
名
聾
が
宋
領
内
ま
で
麿
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

を
受
け
、

「
法
均
遺
行
碑
」
お
よ
び
新
城
牒
の
「
特
建
葬
舎
利
瞳
記
」
よ
り
判
明
す
る
宋
や
西
夏
と
い
っ
た
外
国
か
ら
多
様
な
参
詣
者
が
燕
京
西
郊
の

馬
鞍
山
に
到
来
し
て
い
た
と
い
う
事
賓
は
、
別
の
丈
献
よ
り
確
認
さ
れ
る
契
丹
と
宋
を
股
に
か
け
て
活
動
す
る
ウ
イ
グ
ル
商
人
の
存
在
と
あ
わ

二
世
紀
後
牛
に
お
い
て
、
契
丹
圃
最
大
の
都
市
燕
京
が
多
様
な
人
々
の
往
来
す
る
園
際
色
豊
か
な
交
易
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
詮
す
る

(
初
)

も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
契
丹
・
宋
聞
に
結
ば
れ
た
檀
淵
の
盟
を
中
核
と
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
昔
時
の
固
際
情
勢
の
安
定
を
よ
く

せ映
し
出
す
も
の
で
も
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
法
均
と
馬
鞍
山
に
か
か
わ
る
石
刻
資
料
は
、
こ
う
し
た
園
際
秩
序
の
安
定
の
も
と
で
行
わ
れ
た

国
境
を
越
え
た
人
聞
の
移
動
や
丈
化
交
流
の
賓
態
を
う
か
が
わ
せ
る
比
類
な
き
債
値
を
有
す
る
記
録
な
の
で
あ
る
。
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わ

に
ー
ー
蓮
宗
皇
帝
の
戒
本
を
め
ぐ
っ
て

り

菩
薩
戒
受
戒
熱
を
契
丹
圏
内
の
み
な
ら
ず
、
{
木
や
西
夏
と
い
っ
た
圏
外
に
ま
で
波
及
さ
せ
た
法
均
へ
の
蹄
依
を
背
景
に
、
遁
宗
皇
帝
は
法
均

と
馬
鞍
山
の
菩
薩
戒
壇
に
格
別
な
保
護
を
奥
え
た
。
記
録
に
は
残
ら
な
い
が
、
皇
帝
や
王
族
、
有
力
者
に
よ
っ
て
莫
大
な
寄
進
が
行
わ
れ
た
こ

と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
均
が
戒
壇
を
聞
い
て
わ
ず
か
五
年
で
亡
く
な
る
と
、
遁
宗
は
壇
主
の
地
位
を

継
承
し
た
裕
窺
に
、
自
身
が
撰
し
た

『
菩
提
心
戒
本
』
を
賜
っ
た
。
菩
薩
戒
を
授
け
る
過
程
で
は
、
戒
を
受
け
る
人
が
最
初
に
菩
提
心
、
す
な

わ
ち
悟
り
を
求
め
る
心
を
護
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
る
の
で
、
大
乗
菩
薩
戒
を
授
け
る
と
き
用
い
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
戒
本
で
あ
る
。

皇
帝
は
菩
薩
戒
を
慶
く
普
及
さ
せ
る
べ
く
、

み
ず
か
ら
が
公
認
し
た
菩
薩
戒
師
に
封
し
、
特
別
に
御
製
戒
本
を
賜
奥
し
た
の
で
あ
っ
た
。
裕
窺

が
こ
の
戒
本
を
賜
っ
た
こ
と
は
、
皇
帝
が
法
均
と
の
縁
も
あ
っ
て
裕
窺
お
よ
び
馬
鞍
山
戒
壇
を
特
別
頑
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
御

(
別
)

製
戒
本
は
、
各
地
に
お
い
て
菩
薩
戒
授
戒
時
に
賓
際
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
馬
鞍
山
で
も
首
然
の
こ
と
な
が
ら
、
御
製
戒
本
を
用
い
た
菩
薩
戒

授
戒
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
戒
本
は
、
以
後
歴
代
壇
主
に
受
け
継
が
れ
る
が
、
戒
本
俸
授
を
と
も
な
う
壇
主
継
承
の
際
に
は
、

(
泣
)

官
か
ら
の
上
奏
を
経
て
、
皇
帝
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
し
た
。
名
目
上
と
は
い
え
、
壇
主
選
任
の
際
に
、
官
が
介
在
し
皇
帝
が
闘
わ
る
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
は
菩
薩
戒
授
戒
の
際
に
皇
帝
御
製
の
戒
本
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
馬
鞍
山
慧
緊
土
寸
が
契
丹
皇
帝
に
よ
る
外
護
の
も
と

運
営
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
。
二
章
に
お
い
て
、
馬
鞍
山
が
遼
金
交
代
期
か
ら
金
代
に
至
る
ま
で
、

一
貫
し
て
政
権
と
き
わ
め
て
近
い
位
置

に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、

そ
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
契
丹
皇
帝
と
馬
鞍
山
と
の
聞
の
特
別
な
関
係
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
馬
鞍
山
の
戒
壇
の
盛
況
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
興
宗
か
ら
蓮
宗
、
天
酢
帝
の
時
代
に
か
け
て
、
契
丹
園
枇
舎
に
お
け
る
菩
薩
戒
へ
の

熱
狂
は
異
常
な
ま
で
に
昂
進
し
た
。
菩
薩
戒
を
授
け
る
各
地
の
高
館
た
ち
の
評
判
を
耳
に
し
た
契
丹
皇
帝
は
、
遊
牧
民
の
習
慣
に
も
と
づ
き
季

節
移
動
し
て
生
活
す
る
契
丹
本
地
の
宿
替
地
(
捺
鉢
)
に
彼
ら
を
招
鴨
し
、
朝
廷
の
中
植
に
仕
え
る
王
公
、
百
官
な
ど
が
菩
薩
戒
を
受
け
る
法

433 

舎
が
何
度
も
聞
か
れ
た
。
な
か
で
も
み
ず
か
ら
悌
典
を
講
じ
、
『
華
巌
経
随
品
疏
』
を
撰
す
る
な
ど
悌
教
教
墜
に
通
暁
し
て
い
た
蓮
宗
は
、
菩
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薩
戒
を
受
戒
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
戒
本
も
撰
し
て
特
定
の
高
僧
に
賜
り
、
菩
薩
戒
の
流
布
に
積
極
的
に
闘
輿
し
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
し

く
「
菩
薩
国
王
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
皇
帝
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
う
と
さ
れ
る
菩
薩
戒
の
流
布
を
皇
帝
自
身
が
推
進
し
た

こ
と
は
、
大
乗
悌
数
思
想
を
基
盤
と
す
る
契
丹
の
固
家
悌
数
政
策
の
要
諦
を
な
す
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
宗
に
よ
る
馬
鞍
山

へ
の
御
製
戒
本
の
賜
輿
は
、
皇
帝
が
悌
法
の
世
界
に
も
介
在
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
こ
の
介
在
と
は
決
し
て
統
制
で
は
な
く
、
例
法
を
皇
帝
の

名
の
も
と
に
保
護
し
宣
揚
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
契
丹
時
代
と
り
わ
け
道
宗
治
下
に
お
い
て
は
、
王
法
と
悌
法
と
は
著
し
く
一
睡
化
し
て
い
た

と
三
一
口
っ
て
よ
い
。

時
代
は
降
っ
て
元
末
の
至
正
二
四
年
(
一
三
六
四
)
、
大
都
の
大
崇
園
寺
境
内
に
「
大
元
救
賜
大
崇
国
土
寸
壇
主
空
明
国
語
大
法
師
隆
安
選
公
特

カ

ア

ン

ン

ャ

ル

リ

ク

賜
澄
慧
園
師
惇
戒
碑
有
序
」
(
危
素
撰
・
主
只
張
恭
築
額
)
と
い
う
碑
刻
が
、
大
元
ウ
ル
ス
皇
帝
ト
ゴ
ン
・
テ
ム
ル
の
聖
旨
を
奉
じ
て
立
て
ら
れ

た
(
モ
ン
ゴ
ル
語
直
誇
樫
漢
文
で
記
さ
れ
た
こ
の
聖
旨
は
碑
陰
に
刻
ま
れ
て
い
る
)
。
こ
の
碑
は
、

一
三
世
紀
前
半
、

モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
に
入
っ
た
燕

京
に
お
い
て
、
戦
火
に
よ
り
焼
失
し
た
潤
忠
寺
や
崇
園
寺
、
賓
集
寺
と
い
っ
た
古
く
か
ら
の
歴
史
を
持
つ
城
内
の
名
刺
復
興
に
蓋
力
し
た
善
選

一
七
五
!
一
一
一
五
一
)
を
、
そ
の
浸
後
百
年
以
上
経
っ
て
か
ら
、
元
代
に
お
け
る
大
都
教
宗
の
繁
柴
の
礎
を
築
い
た
中
興
の
組
と
し
て
額
彰

す
る
動
き
の
な
か
で
立
て
ら
れ
た
。
碑
文
の
内
容
は
、
善
選
が
受
戒
の
際
に
用
い
る
戒
本
と
し
て
停
授
さ
れ
た
遼
の
道
宗
皇
帝
の
金
泥
御
室
日
に

よ
る
『
菩
薩
三
緊
戒
本
』
が
、
遼
・
金
・
モ
ン
ゴ
ル
を
通
じ
て
、
菩
薩
戒
を
授
け
る
歴
代
の
高
信
た
ち
に
よ
っ
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
君
主
口
薩
三
束
戒
本
』
と
は
、
菩
薩
戒
の
根
幹
を
な
す
止
悪
・
修
善
・
利
他
を
説
く
一
一
一
緊
浄
戒
の
戒
本
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
碑
文
に
よ
れ
ば
、
二
一
四
三
年
、
モ
ン
ゴ
ル
・
ウ
ル
ス
の
第
二
代
カ
ア
ン
、
オ
ゴ
デ
イ
の
命
を
受
け
て
行
わ
れ
た
固
戒
大
合
(
受

(
お
)

戒
法
舎
)
に
お
い
て
、
賓
集
寺
の
志
玄
か
ら
潤
忠
寺
の
鮮
呆
に
戒
本
が
授
け
ら
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
善
選
へ
と
授
け
ら
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
政
権

と
の
結
び
つ
き
に
よ
り
金
園
南
遷
の
混
乱
か
ら
復
興
を
遂
げ
た
燕
京
の
例
数
界
は
、
自
分
た
ち
が
授
け
る
大
乗
菩
薩
戒
の
淵
源
を
宣
揚
し
、
そ

の
正
統
性
を
主
張
す
る
べ
く
、
道
宗
皇
帝
御
書
の
戒
本
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
戒
本
は
、
そ
の
後
も
碑
が
立
て
ら
れ
る
元

末
に
至
る
ま
で
、
大
都
の
高
僧
た
ち
に
よ
っ
て
代
々
停
授
さ
れ
て
い
っ
た
。
奮
金
園
の
悌
殺
の
流
れ
を
汲
む
大
都
の
数
宗
勢
力
に
と
っ
て
、
戒
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本
は
み
ず
か
ら
の
宗
祇
の
遼
代
以
来
の
停
統
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
績
け
た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
元
末
に
善
還
を
顕
彰
す
る

説
と
権
威
は
王
朝
交
代
を
越
え
て
生
き
積
け
た
の
で
あ
る
。

な
か
で
、
戒
本
の
停
承
を
詳
細
に
記
す
碑
刻
を
大
都
数
宗
の
総
本
山
た
る
大
崇
園
寺
に
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
「
菩
薩
園
王
」
道
宗
皇
帝
の
惇

435 

+ヱ(
1
)

拙
稿
「
考
占
・
石
刻
資
料
よ
り
み
た
契
丹
(
遼
)
の
仰
数
」
『
日

本
史
研
究
』
五
二
二
競
、
二

O
O
六
年
。
法
均
と
馬
鞍
山
の
菩
薩
戒

壇
お
よ
び
逗
宗
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の

論
文
の
第
四
章
で
す
で
に
言
及
し
、
他
日
の
詳
し
い
検
討
を
期
し
た
。

本
稿
が
そ
れ
に
首
た
る
。

(
2
)

這
山
市
時
代
の
著
作
で
あ
る
這
殴
『
額
密
園
通
成
仰
心
要
集
』
(
『
中

華
大
蔵
経
』
七
一
冊
所
版
元
刊
積
砂
城
本
)
虫
色
下
に
「
天
佑
皇
帝
菩

薩
園
壬
」
な
る
表
現
が
み
え
る
。

(
3
)

拓
影
は
、
北
京
岡
書
館
金
石
組
編
『
北
京
国
書
館
戒
中
園
歴
代
石

刻
拓
本
陸
編
第
四
十
五
所
」
中
州
古
籍
出
版
祉
、
一
九
九

O
年、

八
四
頁
お
よ
び
北
京
市
文
物
局
編
『
北
京
遼
余
史
跡
園
志
(
上
)
」

北
京
燕
山
山
版
社
、
二

O
O
三
年
、
一
六
一
頁
(
碑
刻
の
基
本
情
報

も
載
せ
る
)

0

(
4
)

明
代
嘉
靖
三
五
年
(
一
五
五
六
)
に
立
て
ら
れ
た
「
重
修
高
書
樟

守
戒
壇
記
」
に
、
そ
れ
以
前
の
碑
刻
に
は
一
切
み
え
な
か
っ
た
唐
代

武
徳
年
閲
創
建
設
が
突
如
現
れ
る
が
、
寺
の
歴
史
を
よ
り
古
く
み
せ

る
た
め
に
『
績
高
併
惇
』
の
記
事
に
附
曾
し
担
造
さ
れ
た
も
の
で
、

信
恵
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。

(
5
)

「
大
都
鞍
山
慧
索
開
寺
月
泉
新
公
長
老
塔
銘
井
序
」
(
拓
影
一
北

京
国
書
館
金
石
組
編
『
北
京
園
書
館
城
中
園
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編

第
四
十
八
加
」
中
州
十
u
籍
出
版
祉
、
一
九
九

O
年
、
一
一
九
頁
)

0

(
6
)

「
門
頭
溝
文
物
志
』
北
京
燕
山
出
版
枇
、
二

O
O
一
年
、
四
七
l

八
頁
に
碑
の
内
容
紹
介
が
あ
る
が
、
砕
し
凡
は
未
見
。

(
7
)

王
鎮
等
撰
「
救
賜
寓
書
禅
寺
碑
記
」
(
正
統
五
年
(
一
四
四

O
)

四
月
記
、
戒
蓋
寺
現
存
)
。

(
8
)

胡
淡
撰
「
救
建
馬
鞍
山
高
毒
大
戒
壇
第
一
代
開
山
大
壇
主
信
録
司

左
議
経
字
公
大
師
行
賓
碑
(
這
字
行
賞
碑
)
」
(
成
化
九
年
(
一
四
七

一
一
一
)
四
月
立
石
、
戒
歪
守
現
存
)
。

(
9
)

前
注
「
道
学
行
賓
碑
」

0

「
太
監
公
復
考
諮
断
碑
、
泣
H
A
請
日
、
彼

賞
名
山
大
利
、
非
師
不
能
復
振
。
大
師
符
文
護
之
、
始
知
此
寺
乃
大

遼
普
賢
大
師
所
建
、
四
衆
受
戒
之
所
、
明
然
歎
目
、
得
迦
如
来
三
千

絵
年
遺
致
、
幾
子
決
紹
o

五
日
航
潟
悌
之
徒
、
山
豆
忍
頑
其
廃
而
不
興
耶
。

乃
翻
然
而
起
、
往
住
葱
山
。
:
:
:
」

(
日
)
明
末
崇
顧
年
間
に
明
河
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
補
績
高
信
惇
」
巻

五
、
鳳
頭
祖
師
惇
(
遺
品
子
惇
)
は
行
一
貫
碑
を
は
じ
め
と
す
る
諸
資
料

を
用
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
「
後
掘
地
獲
断
碑
。
」
と
あ
っ
て
、

断
碑
が
地
中
か
ら
務
見
さ
れ
た
こ
と
を
明
記
す
る
。

(
U
)

八
角
七
暦
の
密
権
式
碍
塔
で
、
そ
の
初
層
束
面
に
次
の
よ
う
な
題

十

「
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記
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
「
大
遼
故
崇
称
大
夫
守
司
空
惇
菩
薩
戒
壇
主

普
賢
大
師
之
霊
塔
大
明
正
統
十
三
年
中
秋
日
築
壇
知
幻
道
母
子
重

建」

(
ロ
)
契
汁
裁
に
つ
い
て
は
、
金
一
沙
雅
章
「
契
丹
大
薮
経
小
考
」
、
「
新
出

資
料
よ
り
み
た
遼
代
の
備
数
」
(
い
ず
れ
も
『
山
本
元
悌
数
?
げ
人
化
史
研

究
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
0年
所
収
)
参
照
。

(
日
)
例
え
ば
『
大
日
経
義
穣
』
o

覚
苑
『
大
毘
虚
遮
那
成
悌
一
神
間
愛
加
持

経
義
程
演
密
紗
」
(
『
績
戴
」
三
七
冊
所
収
)
巻
一
参
照
。

(
日
)
法
情
『
稗
摩
一
詞
術
論
賛
玄
疏
』
(
『
績
戒
』
七
二
所
所
牧
)
巻
一
。

(
日
)
道
示
時
代
に
お
け
る
備
書
の
蒐
集
、
注
轄
の
撰
述
、
刊
行
の
盛
行

に
つ
い
て
は
、
野
上
俊
静
「
遼
朝
と
傍
教
」
『
遼
金
の
悌
教
」
平
楽

守
書
庖
、
一
九
五
三
年
所
牧
、
二
四
1
二
五
頁
に
言
及
が
あ
る
。

(
日
)
山
西
省
文
物
局
・
中
園
歴
史
博
物
館
主
編
「
隠
牒
木
塔
遼
代
秘

城
』
文
物
出
版
一
祉
、
一
九
九
一
年
、
三

O
六
頁
、
三
二
一
頁
に
み
え

る
『
樺
摩
詞
桁
論
通
賛
疏
』
お
よ
び
そ
の
科
文
で
あ
る
『
調
停
摩
詞
術

論
通
賛
疏
科
』
刊
本
。

(η)
高
麗
『
績
城
」
に
つ
い
て
は
、
大
屋
徳
城
『
高
麗
績
戒
雌
這
孜
」

便
利
堂
、
一
九
三
七
年
、
横
内
裕
人
「
高
麗
績
裁
経
と
中
世

H
本

|
|
院
政
期
の
束
ア
ジ
ア
世
界
観
|
|
」
『
例
数
史
的
学
研
究
』
四
五

巻
一
競
、
二

O
O
二
年
参
照
。

(
時
)
『
大
覚
図
師
文
集
』
巻
一
回
、
「
代
世
子
集
教
戒
後
願
疏
」

0

(
日
)
謬
茎
孫
『
遼
文
存
』
巻
四
所
収
「
金
山
演
数
院
千
人
邑
記
」
(
乾

統
三
年
(
一
一

O
三
)
立
石
)
、
同
容
三
所
牧
「
非
畳
大
師
塔
銘
」

(
大
康
九
年
(
一

O
八
一
二
)
立
石
)
な
ど
。

(
鈎
)
『
欽
定
盤
山
志
』
巻
八
所
取
「
甘
泉
普
済
寺
殿
慧
大
徳
塔
記
銘

」

(
等
偉
塔
銘
)
」
(
乾
統
七
年
(
二

O
七
)

)

0

(
幻
)
「
渦
洲
金
石
志
』
巻
三
所
牧
「
興
中
府
予
銀
青
改
建
一
二
学
十
一
J

及
供

給
這
根
千
人
邑
碑
銘
井
序
」
(
金
・
大
定
七
年
(
一
一
六
七
)
立
石
)
、

『
欽
定
盤
山
志
』
巻
入
所
収
「
甘
泉
普
済
寺
賜
紫
巌
粛
大
師
塔
銘

(
法
律
塔
銘
)
」
(
大
定
七
年
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
興
中
府
と
平
州
の
事

例
を
記
す
。

(
辺
)
四
月
に
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
継
註
(
侃
)
段
温
恭

「
特
建
葬
九
古
利
瞳
記
」
に
「
円
疋
以
去
成
羅
六
棋
四
月
口
日
、
於
馬
鞍

山
恵
緊
寺
内
開
大
乗
菩
薩
戒
壇
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
だ
が
、

遺
行
碑
で
は
「
白
春
至
秋
、
凡
宇
載
、
日
度
数
千
輩
。
」
と
あ
っ
て
、

授
戒
開
始
時
期
に
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
。

(
お
)
「
法
均
遺
行
碑
」
一
一
一

l
一
三
行
日
に
「
、
盆
肯
輿
永
築
北
面
、
重

西
土
鳴
足
之
敬
」
と
み
え
る
。
「
永
印
刷
宋
」
は
改
行
し
て
い
て
聖
な
る

語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
時
の
皇
太
后
(
粛
孝
穆
の
娘
提
里
、

道
宗
の
母
で
、
先
代
興
宗
の
皇
后
。
議
は
仁
殻
皇
后
)
が
居
住
し
た

帳
幕
に
名
づ
け
ら
れ
た
殿
名
で
あ
り
、
轄
じ
て
皇
太
后
自
身
を
指
す
。

「
聖
示
欽
愛
皇
后
哀
冊
」
(
拓
影
一
『
遼
陵
石
刻
集
録
』
図
立
奉
天
同

書
館
、
一
九
二
四
年
な
ど
)
、
「
仁
諮
皇
后
哀
珊
」
(
録
文
二
。
呂
己

l

r
p
「
2
忠
司
己
苫
百
回
仏
σ
内
巨
四

L
E
F
Z
P
叫

J
r
N
2
h
v
g
N
N
U円

E
ω
ω
)
な
ど
を
参
照
。
「
鳴
足
之
敬
」
に
つ
い
て
は
、
『
大
唐
西
域

記
』
巻
二
の
天
笠
丙
躍
を
遮
べ
た
部
分
を
参
照
。

(μ)

『
遼
史
』
巻
二
二
、
道
宗
本
紀
二
、
成
准
六
年
十
二
月
「
戊
午
、

加
園
程
・
法
鈎
二
信
並
守
司
室
。
己
未
、
以
坤
寧
節
赦
死
罪
以
下
。

辛
西
、
禁
漢
人
捕
獄
。
」

(
お
)
契
汁
皇
帝
の
冬
借
地
鶏
総
淀
に
つ
い
て
は
、
惇
楽
焼
「
遼
代
四
時

十

「

30 
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捺
鉢
考
五
篇
」
口
「
一
騎
平
淀
考
」
お
よ
び
「
債
平
淀
績
考
」
(
『
遼
史

叢
考
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
所
牧
)
参
照
。

(
お
)
法
均
が
上
京
に
赴
い
た
の
は
、
皇
帝
に
謁
見
し
た
と
き
で
あ
る
。

後
掲
註
(
但
)
「
停
戒
大
師
遺
行
砕
」
参
照
。

(
幻
)
法
均
は
多
く
の
人
々
の
蹄
依
と
朝
廷
の
保
護
を
受
け
た
の
で
、
多

額
の
布
施
を
施
さ
れ
て
、
民
鞍
山
が
莫
大
な
寺
院
財
産
を
保
有
す
る

に
至
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
す
る
文

献
に
は
そ
の
こ
と
を
一
泌
す
記
逮
は
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
法
均
浸

後
の
文
献
で
は
あ
る
が
、
安
次
豚
の
巨
利
賓
勝
寺
の
僧
玄
植
の
遺
行

記
に
、
飢
僅
の
際
に
馬
鞍
山
惇
戒
大
師
(
法
均
の
後
継
者
の
二
代
目

裕
窺
)
と
と
も
に
義
倉
を
設
立
し
て
飢
民
の
救
済
事
業
を
行
っ
た
と

の
記
述
が
み
え
(
民
図
『
安
次
豚
志
』
巻
一

O
、
雲
文
士
心
外
編
所
牧

李
検
「
賓
勝
十
寸
前
監
土
寸
大
徳
遺
行
記
」
)
、
馬
鞍
山
慧
緊
寺
が
安
次
豚

一
帯
に
何
ら
か
の
権
盆
を
保
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、

法
均
が
出
家
後
最
初
に
向
学
ん
だ
燕
京
西
の
紫
金
寺
や
城
内
の
崇
園
寺

は
、
法
均
お
よ
び
そ
の
法
系
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
複
数
の
文

献
史
料
よ
り
推
測
さ
れ
る
。

(
お
)
前
者
に
つ
い
て
は
録
文
が
『
金
石
孝
編
』
巻
一
五
三
「
行
漏
守
尼

恵
照
建
陀
羅
尼
瞳
許
可
」
に
み
え
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
録
文
は

『
金
石
末
編
』
巻
一
五
三
「
京
西
戒
壇
寺
陀
羅
尼
瞳
井
記
」
、
拓
影

は
『
北
京
国
書
館
寂
中
園
一
昨
代
石
刻
拓
本
匿
編
第
四
十
五
加
』
六

O
頁
参
照
。

(
m
U
)

「
法
均
遺
行
碑
」
二

0
1
一
一
一
行
目
。
『
遼
史
』
巻
一

O
四
、
文

皐
惇
下
に
列
惇
が
み
え
、
道
宗
時
代
、
朝
廷
の
文
章
の
官
と
し
て
活

躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
王
鼎
が
法
均
よ
り
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ

437 

」

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
欽
定
日
下
室
開
考
」
巻
一

O
五
按
語
に
、

「
戒
壇
之
前
潟
明
王
殿
、
殿
門
有
石
隆
二
。
:
:
:
左
瞳
題
識
云
、
受

戒
弟
子
沼
陽
王
鼎
撰
文
。
太
康
元
年
歳
在
乙
卯
建
。
」
と
あ
っ
て
、

大
康
元
年
七
月
に
立
て
ら
れ
た
経
瞳
に
言
及
し
て
お
り
、
前
注
『
金

石
孝
編
』
「
行
満
守
尼
恵
照
建
陀
羅
尼
瞳
井
記
」
の
録
文
「
受
戒
弟

子
優
波
塞
芯
陽
王
口
口
製
文
」
が
王
鼎
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

(
鈎
)
「
補
績
高
僧
惇
』
巻
一
七
「
師
(
日
法
均
)
即
世
、
総
其
逗
者
、

日
裕
窺
。
裕
窺
不
知
何
廃
人
。
守
徳
巌
戒
、
有
師
之
風
。
遼
主
嘉
之
、

の
襲
惇
戒
大
師
、
賜
崇
職
大
夫
筒
較
(
検
校
)
太
尉
、
提
貼
天
慶
土
寸
、

井
賜
御
製
菩
提
心
戒
本
。
命
開
戒
壇
、
説
戒
一
如
師
在
日
。
年
七
十

而
化
。
」
御
製
戒
本
は
、
高
麗
義
天
の
『
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
』
巻

上
、
『
華
出
版
経
』
の
章
疏
を
集
め
た
箇
所
に
「
愛
菩
提
心
戒
本
二
巻

御
製
」
と
あ
る
の
と
一
致
し
、
高
麗
に
停
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
、
『
績
蔵
』
の
一
部
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
況
)
「
惇
戒
大
師
遺
行
碑
」
(
拓
影
一
『
北
京
国
書
館
蔵
中
図
歴
代
石
刻

拓
本
匪
編
第
四
十
六
加
』
四
七
頁
、
「
北
点
遼
金
史
跡
園
志

(
上
)
」
一
六
二
頁
)
。

(
お
)
胡
元
朗
修
・
乾
隆
『
天
鎮
豚
志
』
巻
六
、
義
文
志
所
収
崇
雅
「
重

修
桑
乾
河
橋
記
」
(
大
康
一

O
年
(
一

O
八
四
)
立
石
)
参
照
。

(
お
)
前
掲
註
(
但
)
「
惇
戒
大
師
遺
行
碑
」
「
久
之
、
太
尉
窺
師
順
世
遣
す

命
、
以
戒
本
授
師
、
有
司
上
問
、
口
可
其
奏
。
」

(
弘
)
「
金
史
』
巻
七
五
、
左
企
弓
惇
、
同
所
、
虞
仲
文
惇
。

(
お
)
こ
の
戒
本
つ
い
て
は
、
本
稿
「
お
わ
り
に
」
お
頁
参
照
。

(
お
)
韓
防
は
、
金
初
を
代
表
す
る
文
人
官
僚
と
し
て
名
高
い
(
「
金
史
』

巻
六
六
、
始
組
以
下
諸
子
、
日
助
停
)
。
宋
の
出
身
で
あ
る
施
宜
生
は
、

十
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宗
弼
の
墓
誌
銘
を
皇
帝
の
ム
叩
を
受
け
て
撰
『
え
す
る
な
ど
、
海
陵
王
政

権
で
文
章
の
官
と
し
て
活
躍
し
た
(
「
金
史
』
巻
七
九
、
施
宜
生
惇
)

0

(
釘
)
『
補
績
高
僧
惇
』
巻
一
七
「
皇
統
問
、
授
中
都
右
街
併
録
、
賜
披

文
倍
大
師
。
尋
告
退
婦
鞍
山
、
大
興
土
木
、
了
前
人
未
完
之
業
。
」

(
お
)
思
孝
「
大
薮
数
諸
悌
菩
薩
名
競
集
序
」
(
中
園
偶
数
協
曾
編
『
一
同

山
石
経
(
遼
金
刻
経
)
俊
義
密
勿
多
寧
』
中
岡
備
数
園
圭
日
文
物
館
、

一
九
九
一
年
、
二
-
立
一
1
(

二
頁
)
「
:
:
:
乗
乃
仁
櫨
太
師
侍
中
園
師

潟
整
聞
戒
郎
波
駄
耶
、
朕
櫨
太
師
侍
中
園
師
潟
菩
薩
戒
阿
遮
梨
耶
。

然
位
異
於
君
臣
、
而
義
同
於
昆
季
。
:
:
:
」

(
鈎
)
「
守
司
空
幽
岡
公
中
書
令
篤
故
太
尉
大
師
特
建
悌
頂
隼
勝
陀
羅
尼

瞳
記
(
非
濁
塔
瞳
記
)
」
(
録
文
一
『
日
下
奮
開
』
巻
一
一
一
所
引
『
吉

金
貞
石
志
」
)
参
照
。
園
融
図
師
の
法
語
が
澄
淵
で
あ
る
こ
と
は
、

一
五
世
紀
中
十
ば
の
天
順
年
間
に
朝
鮮
王
朝
で
刊
刻
さ
れ
た
経
典
(
海

印
寺
経
板
と
し
て
現
存
)
の
中
に
、
道
山
円
一
の
『
四
分
律
行
事
紗
』
の

注
盟
主
H

で
あ
る
『
四
分
律
刷
繁
補
閥
行
事
紗
集
記
』
(
高
麗
績
戒
覆

刻
本
)
が
残
り
、
巻
頭
に
「
燕
蓋
奉
一
帽
寺
特
進
守
太
師
粂
侍
中
園
師

園
融
大
師
賜
紫
沙
門
澄
淵
集
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
判
明
す
る
。
澄
淵

が
戒
律
に
通
暁
し
た
高
俗
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
高
麗
義
天
の

『
績
蔵
』
に
も
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
、
前
掲
註

(η)
大
屋
徳
城
『
高
麗
績
戒
廠
造
孜
』
四
八
頁
、
園
版
五
一
頁
を

参
照
。

(ω)
興
宗
が
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
谷
井
俊
仁

「
契
丹
悌
数
政
治
史
論
」
(
気
賀
津
保
規
編
『
中
園
悌
数
石
経
の
研

究
|
|
房
山
雲
居
寺
石
経
を
中
心
に
|
|
』
京
都
大
皐
皐
術
出
版
舎
、

一
九
九
六
年
所
牧
)
が
忠
孝
の
序
文
を
用
い
で
す
で
に
指
摘
し
て
い

」

る
が
、
非
濁
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
す
る
の
は
設
り
で
あ
る
。

(
叫
)
前
掲
註
(
ぬ
)
「
非
濁
塔
瞳
記
」
「
清
寧
六
年
春
、
饗
輿
幸
υ然
、
回

次
花
林
。
師
侍
坐
於
殿
、
面
受
燕
京
管
内
機
悔
主
菩
薩
戒
師
。
明
年

二
月
、
設
壇
於
本
土
寸
、
機
受
之
徒
不
可
勝
紀
。
」
非
濁
が
『
華
巌
一
経
』

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
菩
薩
戒
の
授
戒
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
蹄

依
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
お
)
思
孝
「
大
城
教
諸

悌
菩
薩
名
競
集
序
」
参
照
。

(
必
)
拓
影
は
『
北
京
遼
金
史
遺
園
志
(
上
)
』
一
五
O
l
一
五
一
頁
。

(
刊
日
)
寂
照
大
師
に
つ
い
て
は
『
欽
定
日
下
奮
聞
考
』
巻
一
一
七
所
政

金
・
口
口
卿
雲
「
蔚
州
葛
山
重
修
龍
一
噛
院
記
」
、
後
掲
註
(
口
)
陸
准

『
家
世
奮
聞
」
巻
上
参
照
。
ま
た
、
法
均
の
法
孫
で
三
代
目
の
馬
鞍

山
寝
主
の
悟
敏
が
闘
に
も
傾
倒
し
、
悌
巌
山
に
隠
棲
し
て
い
た
通
理

大
師
(
恒
策
)
を
訪
れ
た
り
、
寂
照
大
師
の
も
と
で
教
え
を
受
け
た

り
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
(
前
掲
註
(
訂
)
「
惇
戒
大
師
遺
行

碑
」
参
照
)
。

(
仏
)
恒
策
の
石
経
刊
刻
事
業
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
「
石
一
経
山
雲
居

寺
と
石
刻
大
薮
経
」
「
東
方
向
宇
報
京
都
』
五
珊
副
刊
、
一
九
三
五

年
(
の
ち
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻
中
園
近
世
悌
数
史
の
諸
問

題
』
大
束
出
版
刷
、
一
九
七
五
年
所
牧
、
「
房
山
雲
屑
寺
と
石
刻
大

蔵
経
」
と
改
題
)

0

(
お
)
前
掲
註
(
必
)
「
大
安
山
碑
」
「
主
上
聞
風
、
官
一
訪
問
潟
内
殿
機
悔
主
。

白
日
記
外
縁
四
備
、
隠
志
難
成
、
堅
請
下
山
、
順
縁
赴
感
。
復
加
検
校

司
室
、
牢
一
譲
不
受
c
」

(
必
)
「
遼
史
』
巻
六
八
、
遊
幸
表
、
圭
一
吋
隆
(
毒
H
日
)
二
年
十
一
月
「
幸

沙
門
恒
策
戒
壇
、
問
働
法
。
」
こ
の
年
の
冬
、
遁
宗
は
鶏
総
淀
に
駐

十
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留
し
て
お
り
(
『
遼
史
』
袋
二
六
、
道
宗
本
紀
六
、
喜
隆
(
喜
百
円
日
)

二
年
十
月
戊
辰
)
、
一
一
月
に
皇
帝
が
訪
れ
た
恒
策
の
戒
壇
と
は
、

契
丹
同
家
の
中
極
集
園
の
移
動
に
あ
わ
せ
て
各
替
地
附
近
に
設
け
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
萌
柄
総
淀
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
お
)

所
引
停
柴
崎
川
論
文
参
照
。

(
幻
)
前
掲
註
(
位
)
「
大
安
山
碑
」
「
度
菩
薩
戒
弟
子
一
伯
五
十
鈴
高
、

皇
儲
己
下
及
百
官
等
八
十
絵
人
、
公
主
・
園
妃
己
下
等
五
十
鈴
人
、

並
種
翁
師
。
」

(
必
)
『
欽
定
日
下
奮
開
考
』
巻
五
九
所
引
『
惰
晴
閣
雑
抄
』
に
み
え
る

蹄
義
主
寸
に
あ
っ
た
契
丹
時
代
の
碑
刻
の
碑
陰
冒
頭
に
「
疏
主
憐
悔
師

守
司
徒
純
慧
大
師
賜
紫
沙
門
守
漆
」
と
あ
る
。
こ
の
碑
は
銭
大
所

『
潜
研
堂
金
石
文
字
目
録
』
に
著
録
さ
れ
、
成
潅
一
川
年
(
一

O
六

五
)
一
一
一
月
の
年
紀
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
磨
膝
悌
宮
寺
木
塔
婆
見

の
悌
典
の
な
か
に
、
守
藻
が
編
集
し
た
『
略
示
戒
相
儀
』
抄
本
が
あ

る。

(
却
)
前
掲
註
(
叫
)
塚
本
善
隆
論
文
、
一
七
一

1
一
八
四
頁
、
特
に
一

七
四
l
六
頁
の
表
を
参
照
。

(
印
)
「
大
遼
添
州
添
鹿
山
雲
居
土
寸
績
秘
戴
石
経
塔
記
」
(
天
慶
八
年

(
一
一
一
八
)
立
石
、
拓
影
『
北
京
国
書
館
裁
中
園
歴
代
石
刻
拓
本

匿
編
第
四
卜
五
加
』
一
五
二
頁
、
「
北
京
遼
金
史
跡
園
志
(
上
)
」

一八

0
1
一
頁
)

0

(
日
)
『
渦
洲
金
石
志
別
録
』
巻
下
所
収
即
涌
「
大
国
大
天
寺
建
寺
功
徳
主

惇
菩
薩
戒
妙
行
大
師
行
状
碑
(
志
智
行
状
碑
)
」
(
乾
統
八
年
(
一
一

O
八
)
撰
、
大
定
二
十
年
(
一
一
八
O
)
立
石
)

0

(
臼
)
前
掲
註
(
必
)
「
大
安
山
碑
」
砕
陰
。
天
昨
帝
の
治
世
に
内
殿
憐

439 

」

悔
主
と
な
り
、
後
に
恒
策
の
後
を
継
い
で
、
水
泰
寺
に
住
し
た
。

(
日
)
「
大
遼
園
燕
京
永
泰
寺
山
宗
称
大
夫
検
校
太
尉
停
菩
薩
戒
機
悔
正
慧

大
師
遺
行
霊
塔
記
」
(
天
慶
六
年
(
一
二
六
)
立
、
北
京
市
房
山

恒
張
坊
村
張
坊
小
島
ナ
校
現
存
。
拓
影
一
『
北
京
遼
金
史
跡
園
志

(
上
)
」
二
二
八
l
九
頁
)
「
普
設
義
壇
、
所
度
之
衆
、
数
過
九
百
鈴

高
。
遁
済
貧
人
、
約
二
十
鈴
億
。
口
口
口
一
雨
削
刷
機
主
、
二
帝
仁
師
。

名
震
四
方
、
徳
彰
八
表
。
所
至
之
慮
、
自
然
而
有
香
花
燈
燭
、
音
楽

螺
鋭
、
上
妙
供
養
、
毎
不
求
而
至
。
」
二
帝
と
は
遁
宗
と
天
昨
帝
の

こ
と
で
、
二
代
に
亘
り
内
殿
憐
悔
主
に
任
じ
ら
れ
皇
帝
の
師
と
な
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

(
日
)
鮮
演
墓
誌
(
天
慶
八
年
(
一
一
一
八
)
記
、
内
蒙
士
円
巴
林
左
旗
林

東
鎮
護
見
。
拓
影
一
唐
彩
蘭
編
著
『
遼
上
京
文
物
撤
英
』
遠
方
出
版

社
、
二

O
O
五
年
、
一
五
三
頁
)
「
奉
旨
関
壇
七
十
有
二
、
廃
根
度

衆
、
億
兆
有
絵
。
北
閥
名
古
向
、
西
棲
器
重
o
」
ま
た
、
墓
誌
に
は
鮮

演
の
数
多
く
の
著
作
が
列
脚
卒
さ
れ
る
が
、
菩
薩
戒
に
閥
わ
る
『
菩
薩

戒
纂
要
疏
』
、
『
主
円
提
心
戒
本
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(
日
)
前
掲
註
(
日
)
「
志
何
日
行
状
碑
」
。
志
智
は
早
く
か
ら
、
「
一
二
緊
戒
」

す
な
わ
ち
菩
薩
戒
を
授
け
た
が
、
恐
ら
く
師
の
質
花
島
の
忠
孝
か
ら

受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
幅
虞
い
数
撃
に
通
じ
、
多
く
の
著
作

を
著
し
た
屑
指
の
皐
信
で
あ
っ
た
思
孝
は
戒
律
に
も
粂
通
し
、
菩
薩

戒
闘
連
の
著
作
も
残
し
て
い
る
(
「
新
編
諸
宗
教
戴
線
録
」
巻
二
)

0

志
智
は
、
大
美
天
寺
建
立
後
、
「
延
毒
太
悼
大
師
」
(
延
毒
寺
の
高
併

か
?
法
詳
不
明
)
よ
り
戒
本
を
授
け
ら
れ
、
菩
薩
戒
を
無
数
の
人
々

に
授
け
て
救
済
し
た
。
戒
本
は
菩
薩
戒
を
授
け
る
高
併
の
聞
で
相
惇

さ
れ
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
な
お
こ
の
碑
文
お
よ
び
志
智
の
生
涯
に
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つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

(
日
)
『
遼
史
』
を
二
四
、
道
宗
本
紀
四
、
大
康
五
年
卜
一
月
丁
丑
「
召

沙
門
守
道
開
壇
子
内
殿
o
」
同
巻
二
六
、
道
宗
本
紀
六
、
書
隆
(
毒

円
日
)
六
年
十
一
月
丙
子
「
召
殴
酉
市
川
間
山
崎
旧
志
達
設
壇
於
内
殿
。
」
守

道
と
志
達
の
惇
記
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
者
は
段
遮
の
恒
策
の
師
守

漆
と
、
後
者
は
や
は
り
醤
亙
岡
山
の
借
で
『
程
摩
詞
桁
論
通
玄
紗
」

の
撰
者
で
墜
出
岡
山
の
機
悔
主
で
も
あ
っ
た
志
一
組
お
よ
び
前
注
志
智

と
一
字
日
の
法
誇
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
前
者
が
守
藻
と
法
兄
弟
で

あ
り
、
後
者
が
覚
花
島
に
住
し
た
高
信
思
孝
の
門
弟
で
あ
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
警
座
間
山
が
遼
西
に
位
置
し
、

内
晶
子
化
島
か
ら
の
距
離
が
比
較
的
近
い
こ
と
か
ら
も
推
測
し
得
る
。

(
幻
)
『
築
城
集
』
巻
四
一
、
北
使
還
論
北
透
事
笥
子
五
遁
、
二
論
北
朝

政
事
大
略
。

(
関
)
前
掲
註
(
日
)
鮮
演
墓
誌
「
故
我
道
宗
聖
人
之
極
也
、
常
以
冬
夏

召
赴
庭
閥
、
詞
蹟
玄
妙
、
謀
議
便
宜
。
唯
師
善
子
敷
揚
、
協
子
聴

聞
見
o
」

(
印
)
契
丹
皇
帝
の
夏
営
地
に
つ
い
て
は
、
「
遼
史
』
巻
三
二
、
管
衛
志

中
「
夏
捺
鉢
。
無
常
所
、
多
在
吐
児
山
。
這
京
毎
歳
先
幸
黒
山
、
拝

聖
宗
・
興
宗
陵
、
賞
金
蓮
、
乃
幸
子
河
避
暑
。
:
:
:
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
慶
州
城
内
に
は
寺
院
や
悌
塔
が
建
ち
並
び
、
数
多
く
の
悌
僧

が
居
住
し
、
本
来
五
京
に
し
か
置
か
れ
な
い
帰
国
銀
司
が
置
か
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
慶
陵
に
葬
ら
れ
た
先
帝
の
追
善
供
養
を
主

要
な
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
(
拙
稿
「
慶
州
白

塔
建
立
の
謎
を
さ
ぐ
る
|
|
二
世
紀
契
丹
皇
太
后
が
奉
納
し
た
偽

教
文
物
|
|
」
『
遼
文
化
・
遼
寧
省
調
査
報
告
書
二

O
O
六
」
京

」

都
大
曲
学
大
島
干
院
文
皐
研
究
科
、
二

0
0
六
年
参
照
)
、
皇
帝
が
訪
れ

た
際
に
先
帝
追
善
の
た
め
の
悌
事
が
盛
大
に
聞
か
れ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

(ω)
輩
行
に
よ
る
推
測
も
含
む
が
、
非
濁
・
法
均
・
法
蹟
が
澄
淵
の
、

志
一
稲
・
志
達
・
志
知
日
が
思
孝
(
前
掲
註
(
日
)
参
照
)
の
、
守
這
・

恒
策
・
恒
筒
・
正
慧
大
師
が
守
藻
(
前
掲
註
(
必
)
参
照
)
の
、
そ

れ
ぞ
れ
同
一
の
法
系
に
嘗
た
る
。

(
臼
)
「
遼
史
』
巻
二
四
、
道
宗
本
紀
四
、
大
康
五
年
九
月
己
卯
「
詔
諸

路
母
林
一
不
信
徒
開
壇
。
」

(
臼
)
前
掲
註
(
日
)
『
磨
豚
木
塔
遼
代
脳
戴
』
。
、
水
安
山
玉
泉
寺
の
菩
薩

戒
寝
で
用
い
ら
れ
た
菩
薩
戒
牒
が
護
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
回
心
孝
や

守
藻
の
編
纂
に
か
か
る
も
の
を
含
め
、
数
多
く
の
菩
薩
戒
関
連
文
献

の
抄
本
も
設
見
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
文
武
大
孝
宣
皇
帝
哀
冊
丈
(
聖
宗
皇
帝
哀
冊
)
」
(
拓
影
一
『
遼

陵
石
刻
集
録
」
な
ど
)
「
東
振
兵
威
、
辰
下
以
之
納
款
、
西
被
聾
致
、

瓜
沙
縁
日
疋
貢
珍
。
夏
園
之
元
浬
述
職
、
選
荒
之
烏
全
白
米
賓
。
」

(
臼
)
契
汁
圏
内
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
つ
い
て
は
、
上
京
南
城
に
ウ
イ
グ
ル

人
が
集
住
す
る
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
一
一
世

紀
後
竿
に
宋
と
契
丹
の
雨
園
を
往
来
す
る
ウ
イ
グ
ル
商
人
の
存
在
が
、

日
陶
『
伊
徳
集
』
巻
五
「
又
奉
使
契
丹
回
上
殿
筋
子
」
に
み
え
、
先

行
研
究
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
畑
地
正
憲
「
北
宋
・
遼
聞
の

貿
易
と
歳
時
間
に
つ
い
て
」
『
史
淵
』
一
一
一
輯
、
一
九
七
四
年
、
森

安
孝
夫
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
に
お
け
る
通
貨
|
|
絹
・
西
方
銀

銭
・
官
布
か
ら
銀
錠
へ
|
|
」
同
編
「
中
央
ア
ジ
ア
山
土
文
物
論

叢
』
朋
友
書
庖
、
二

O
O
四
年
参
照
。
高
麗
義
天
が
園
境
を
越
え
て

十

「
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契
丹
に
い
た
高
昌
信
と
交
流
し
た
記
録
に
つ
い
て
は
、
『
大
質
国
師

外
集
」
巻
八
「
高
昌
図
幻
稗
戸
羅
嚇
底
書
第
一
、
第
二
」
「
高
昌
国

惇
戒
沙
門
鉢
陥
羅
仙
書
」
参
照
。

(
間
山
)
佐
一
沙
雅
章
「
西
域
出
土
の
印
刷
悌
典
」
放
順
博
物
館
・
龍
谷
大
皐

共
編
「
旅
順
博
物
館
戒
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
漢
文
仰
典
研
究
論
文
集
」

龍
谷
大
準
備
教
文
化
研
究
所
・
西
域
研
究
舎
、
二

O
O
六
年
。
契
汀

漢
文
俄
典
は
ほ
か
に
カ
ラ
・
ホ
ト
遺
跡
護
見
文
献
お
よ
び
敦
煙
文
献

の
な
か
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
西
夏
時
代
黒
水
城
(
カ
ラ
・
ホ
ト
遺

跡
)
よ
り
契
丹
戒
を
含
む
契
丹
刻
本
や
契
丹
撰
述
の
悌
典
が
少
な
か

ら
ず
溌
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
佐
一
沙
雅
章
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
(
「
黒
水
城
出
土
の
遼
刊
本
」
『
汲
士
口
」
四
二
一
競
、
二

0
0
三
年
)
。
ま
た
、
一
一
世
紀
に
は
西
夏
支
配
下
に
入
っ
た
沙
州

(
敦
煙
)
か
ら
も
、
契
丹
撰
遮
の
悌
典
が
愛
見
さ
れ
て
い
る
(
畢
素

絹
「
遼
代
名
僧
詮
明
著
作
在
敦
埋
蔵
経
洞
出
現
及
有
閑
問
題
」
『
中

園
歴
史
博
物
館
館
刊
』
一
八
・
一
九
合
刊
、
一
九
九
二
年
)
o

カ

ラ
・
ホ
ト
、
敦
健
、
ト
ル
フ
ァ
ン
に
お
け
る
契
丹
仰
典
の
愛
見
は
、

一
一
}
(
一
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
契
丹
と
西
夏
や
ウ
イ
グ
ル
と
の

聞
の
交
流
を
示
す
賓
物
の
詮
様
で
あ
る
。

(
侃
)
川
氏
岡
『
新
城
豚
志
』
巻
一
五
、
地
物
篇
、
金
石
。

(
訂
)
前
注
「
特
建
葬
会
口
利
瞳
記
」
に
績
け
て
、
西
側
の
経
瞳
「
特
建
紀

伽
藍
功
徳
瞳
記
」
(
成
嘉
一

O
年
立
石
)
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
部

分
の
記
述
よ
り
、
経
臆
が
明
昌
三
年
(
一
一
九
一
一
)
に
重
修
さ
れ
た

こ
と
が
分
か
る
。

(
侃
)
「
:
:
:
泊
南
宋
閲
来
求
戒
者
、
不
可
勝
録
。
自
古
及
今
、
未
之
有

也
。
故
我
添
州
新
城
牒
衣
錦
郷
曲
堤
里
邑
衆
中
童
H

省
大
程
官
劉
公
詳

441 

」

清
等
、
泊
嘗
村
院
内
業
経
律
論
大
徳
詳
菩
口
、
抱
玉
瑛
之
淳
誠
、
持

泳
輪
之
添
戒
、
皆
一
代
之
口
人
也
、
遂
同
去
南
北
朝
騨
路
上
、
設
無

逃
之
鉢
、
済
求
戒
之
人
、
盆
闘
い
由
民
誠
、
潜
暦
多
一
帽
。
:
:
:
」

(ω)
新
城
燃
は
、
宋
の
雄
州
を
出
愛
し
、
白
溝
躍
で
園
境
を
越
え
て
か

ら
最
初
に
到
達
す
る
城
市
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
三
朝
北
盟
舎
編
』

巻
二

O
、
宣
和
七
年
正
月
二
十
日
所
引
『
宣
和
乙
巳
奉
使
行
程
録
』

参
照
。

(
同
)
大
程
官
は
、
五
代
後
唐
の
租
庸
院
に
置
か
れ
た
も
の
が
最
も
古
い

事
例
で
、
宋
や
余
の
文
献
で
は
枢
密
院
や
三
省
に
設
け
ら
れ
た
文
書

の
受
給
を
つ
か
さ
ど
る
(
円
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
碑
文
の

後
段
に
み
え
る
「
枢
密
院
大
程
官
劉
公
詳
善
」
な
る
名
前
が
あ
る
こ

と
と
あ
わ
せ
、
漠
地
(
主
に
燕
京
・
大
同
一
帯
)
支
配
を
統
轄
す
る

南
極
病
院
(
漠
人
枢
密
院
)
と
中
書
省
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
契
丹
に
お
け
る
大
程
官
は
こ
こ
に
み
え
る
も
の
が
唯
一

の
事
例
で
、
そ
の
職
掌
な
ど
の
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

降
路
沿
い
の
在
地
郷
村
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、

行
政
文
書
な
ど
の
惇
達
に
か
か
わ
る
官
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
口
)
野
上
俊
静
「
遼
代
の
口
巴
舎
に
つ
い
て
」
前
掲
註
(
日
)
『
遼
余
の

保
数
』
所
牧
。

(η)
同

2
r
o
Z
Hり

H山
口

r
p
ω
E
H問
何

日

「

臼

印

印

H
O
ω
ω
0
5
0
0
0ロ
2
山
]

c
r
2
w
H〈
伊
丹

HCロ
印
占

E

Y
向

OH
ロ
ω
H
N
C叩
印
戸

r
H
(⑦
(

円

)

ゅ

の

b
H
E
N
S吋邑
wNh

阿南
E
N
M
Mコ
マ
ミ
N長
N
G
hお
な
ミ
お
き
に
号
均
九
九
w
b
F
。F
H
Q
b
l
z
h
b

。
霊
安
之
内
h
w

切

2
r
o
-
o〕
子
同
市
山
∞

ω

(
ロ
)
例
え
ば
陸
海
「
家
世
奮
問
』
巻
k
o
陸
相
が
元
符
三
年
(
二

O

。
)
に
、
哲
宗
起
照
の
崩
御
に
際
し
、
契
汁
か
ら
弔
慰
伎
が
迭
ら
れ

十

「
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た
の
に
針
す
る
回
謝
使
と
し
て
振
遣
さ
れ
た
と
き
の
見
聞
が
記
さ
れ

る
が
、
契
丹
側
の
接
待
役
(
接
伴
使
)
か
ら
、
契
丹
に
は
寂
照
大
師

と
い
う
す
ぐ
れ
た
間
信
が
い
る
こ
と
や
、
這
観
は
中
京
に
一
箇
所
し

か
な
い
こ
と
な
ど
、
契
丹
圏
内
の
宗
教
事
情
を
聞
き
得
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
な
お
こ
こ
に
み
え
る
寂
照
大
師
は
、
前
掲
註
(
位
)

(
必
)
に
み
え
る
の
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

(
九
)
漣
淵
の
盟
成
立
後
の
契
丹
と
米
の
園
境
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
契
丹
・
宋
聞
の
檀
淵
鵠
制
に
お
け
る
国
境
」
『
史
林
』

九
O
巻
一
競
、
二

O
O
七
年
を
参
照
。

(
お
)
檀
淵
の
盟
の
誓
書
に
つ
い
て
は
、
陶
耳
目
生
『
宋
遼
閥
係
史
研
究
」

聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
四
年
な
ど
を
参
照
。

(
同
)
同
村
賓
造
「
遼
宋
の
交
通
と
遼
園
内
に
於
け
る
経
済
的
議
達
」

『
満
蒙
史
論
叢
」
第
二
、
一
九
三
九
年
(
の
ち
『
中
国
征
服
王
朝
の

研
究
上
』
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
四
年
所
取
)
、
前
掲
註
(
臼
)

畑
地
論
文
、

2
H
E
JヘS
E
S
E岨
向
山
口
国
間
司
C
H
2
m
ロロ同
L
O
-
-
z

ωロ
O宮

E
L
O
H
m
s
H
N山
門

H
O
P
E
Z
2
5
問
。
印

grH(OL)J
号
刊
誌
む

bssh阿
南
ど
と
』
な
ど
。

(
け
)
彦
隆
盛
「
北
宋
輿
遼
夏
透
境
的
走
私
貿
易
問
題
」
『
食
品
貝
月
刊
復

刊
』
一

O
巻
二
・
一
二
期
、
一
九
八
一
年
(
の
ち
『
園
策
貿
易
戦

争
|
|
北
宋
輿
遼
夏
関
係
研
究
』
寓
巻
棲
、
二

O
O
二
年
所
取
)

0

(
花
)
金
一
沙
雅
章
「
宋
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
備
教
の
交
流
」
前
掲
註

(
ロ
)
『
宋
冗
悌
数
文
化
史
研
究
』
所
牧
、
劉
浦
江
「
文
化
的
遺
界

|
|
雨
宋
奥
遼
金
之
間
的
書
禁
及
書
籍
流
通
」
『
中
園
史
皐
」
一
一
一

春
、
二

O
O
二
年
。

(
乃
)
宮
崎
市
定
「
書
禁
と
禁
書
」
『
東
亜
問
題
』
二
巻
一
援
、

442 

」

九
四

O
年
(
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
一
九

九
九
二
年
所
牧
)
な
ど
。

(
初
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
『
遼
史
』
巻
六

O
、
食
貨
志
下
に
「
太
宗
符

燕
、
置
南
京
、
城
北
有
市
、
一
白
物
山
俗
、
命
有
司
治
其
征
。
」
と
あ

る
ほ
か
、
前
掲
註
(
印
)
『
宣
和
乙
巳
奉
使
行
程
録
』
に
は
、
「
第
四

程
、
至
燕
山
府
。
:
:
:
己
遷
徒
者
、
尋
比
白
血
瑚
業
、
戸
口
安
堵
、
人
物

繁
庶
、
大
康
麿
阿
、
皆
有
線
理
。
州
宅
用
契
丹
蕎
内
、
壮
麗
隻
組
。

城
北
有
互
市
、
陸
海
百
貨
李
於
其
中
。
併
居
悌
字
、
冠
於
北
方
。
錦

繍
組
締
、
精
絶
天
下
、
一
一
骨
股
・
疏
廊
・
果
賓
・
稲
梁
之
類
、
廃
不
畢

山
川
、
而
桑
桁
麻
布
安
羊
家
雑
免
、
不
問
可
知
o
」
と
あ
り
、
契
丹
政
権

崩
壊
に
と
も
な
う
混
乱
の
後
、
宋
領
と
な
っ
た
一
一
一
一
五
年
に
は
、

燕
山
府
(
燕
京
)
が
物
資
集
散
地
と
し
て
の
活
況
を
取
り
戻
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。

(
訂
)
賓
際
に
用
い
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
西
v

尽
信
録
崇
雅
に
よ
る
菩
薩

戒
授
戒
が
奉
げ
ら
れ
る
。
崇
雅
は
西
京
信
銀
に
任
じ
ら
れ
た
後
、

「
御
製
菩
提
心
成
本
雨
を
」
を
皇
帝
よ
り
賜
っ
て
、
菩
薩
戒
の
流
布

を
ム
叩
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
大
康
一

O
年
(
一

O
八
四
)
に
西
京
と

束
の
燕
京
方
面
と
を
結
ぶ
街
這
が
現
在
の
陽
原
豚
附
近
で
桑
乾
河
を

越
え
る
場
所
に
お
い
て
橋
の
重
修
に
あ
た
っ
た
際
に
、
近
く
の
郷
村

で
こ
の
戒
本
を
用
い
て
衆
生
に
「
菩
薩
菩
提
心
戒
」
を
授
け
て
布
施

を
募
り
、
工
事
の
た
め
の
資
金
を
調
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
註

(
沼
)
「
重
修
桑
乾
、
刈
橋
記
」
参
照
。

(
位
)
前
掲
註
(
お
)
参
照
。

(
お
)
「
大
元
救
賜
大
山
宗
園
寺
壇
主
空
明
固
讃
大
法
師
隆
安
選
公
特
賜
澄

慧
図
師
惇
戒
砕
有
序
」
(
拓
影
一
『
北
京
岡
書
館
城
中
園
歴
代
石
刻
拓

束
西
交
渉
』
岩
波
書
庖
、

十
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本
陸
編
第
五
十
朋
』
二
二
三
頁
)
o

こ
の
碑
文
や
這
宗
金
泥
御
室
目

戒
本
の
惇
授
に
つ
い
て
は
、
径
一
沙
雅
章
「
燕
京
・
大
都
の
華
厳
宗

|
|
賓
集
寺
と
崇
園
土
寸
の
借
た
ち
|
|
」
前
掲
註
(
ロ
)
『
宋
元
偽

教
文
化
史
研
究
」
所
取
参
照
。

〔
補
記
〕
紙
幅
の
都
合
で
本
来
添
附
す
べ
き
地
園
を
省
略
し
た
。
馬
鞍
山

慧
緊
寺
と
契
丹
・
宋
聞
の
交
通
路
と
の
位
置
閥
係
に
つ
い
て
は
、
侯
仁
之

主
編
『
北
京
歴
史
地
闘
集
一
集
』
北
京
山
川
版
枇
、
一
九
八
八
年
、
一
一
一
一

頁
掲
載
の
「
遼
代
歴
史
地
園
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
附
記
〕

本
稿
は
平
成
一
八
年
反
文
部
科
目
学
省
科
向
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手
研
究
(

B

)

)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

「
法
均
遁
行
碑
」
録
文
(
園
み
敷
字
は
行
番
競
で
、
改
行
箇
所
を
示
す
。
)

①
馬
鞍
山
故
崇
椋
大
夫
守
司
空
惇
菩
薩
戒
壇
主
大
師
遺
行
碑
銘
井
序

②
朝
議
大
夫
乾
文
閑
直
皐
士
知
制
詰
充
史
館
修
撰
騎
都
尉
太
原
豚
開
園
子
食
口
出
五
百
戸
賜
紫
金
魚
袋
王
鼎
撰
井
書

③
昔
仲
厄
段
浸
塵
墓
者
間
犬
而
失
聾
叔
子
云
亡
過
碑
者
感
而
堕
涙
吾
始
訪
其
然
也
及
蹟
其
行
事
見
有
遺
愛
未
嘗
不
恰
併
を
品
仲
畑
終
下
同
知
仁
義
恩
津
深
入
生
霊
骨
髄

也
比
白
爾
惟
我

④
矩
遼
卑
有
高
行
其
来
也
編
虻
受
賜
慶
法
命
之
延
齢
其
去
也
奉
世
無
柳
僅
悌
燈
之
短
焔
垂
恩
亦
甚
輿
L
L
依
同
則
我
馬
鞍
山
故
崇
職
大
夫
守
司
空
惇
菩
薩
戒

壇
主
大
師
共
人
也

⑤
大
師
詳
法
均
無
字
其
幼
稚
縦
跡
輿
拾
得
上
人
陸
羽
高
士
相
類
故
郷
閏
族
望
此
莫
得
詳
蘭
芭
潜
幽
珠
英
悶
潤
白
非
精
竪
執
可
前
知
則
有
京
西
紫
会
主
寸
非
辱
律
師

目
撃
浮
器
取
而
数
⑥
之
来
砂
外
不
矯
童
海
救
蟻
開
皆
白
天
性
及
進
具
内
解
結
縛
深
田
天
知
覚
造
次
以
善
俗
森
容
而
協
這
若
蓮
華
在
水
而
不
著
金
剛
遇
物
而
能
壊
其

於
持
犯
蓋
得
自
然
非
矯
採
股
賊
之
可
⑦
致
難
行
在
枇
尼
而
志
向
達
磨
因
負
笈
尋
師
不
解
衣
者
多
歳
震
攻
堅
木
切
救
頭
然
以
至
名
数
相
懸
税
金
肌
石
等
論
宗
旨
明

白
義
類
候
貫
其
破
邪
則
龍
象
之
蹴
踏
其
緯
正
則
師
子
之
⑧
略
肌
主
盟
後
進
凡
十
数
年
清
寧
七
年
春
朝
ム
叩
奥
能
校
定
諸
家
章
抄
師
協
輿
論
己
在
数
中
含

有
人
力
争
勝
負
欲
代
師
之
次
者
師
凶
求
退
出
火
息
貧
競
時
議
多
之
至
秋
⑨
燕
京
-
二
附
一
子
手
論
場
虚
位
公
選
首
仁
復
矯
衆
推
辞
弗
獲
克
歳
漏
始
授
紫
方
袖
賜
徳
競

日
巌
慧
従
奮
式
也
及
受
代
亙
辞
穀
下
来
隠
是
山
一
之
二
之
日
同
行
雲
奔
三
之
四
之
日
檀
那
景
⑮
附
交
嘗
甘
露
互
把
清
風
白
倍
歳
増
衆
常
累
百
成
薙
五
年
冬

上
以
金
蔓
崎
旧
務
繁
劇
須
人
詔
委
師
佐
録
其
事
慮
志
可
奪
其
命
難
寝
因
順
山
上
下
衆
心
之
願
始
於
此
地
肇
閥
⑪
戒
壇
来
者
如
畢
一
百
官
莫
可
禦
凡
磨
聾
肢
値
貧
復

僑
頑
有
或
求
哀
無
不
蒙
利
至
有
隣
邦
父
老
絶
域
充
湾
設
越
境
冒
刑
指
躯
蹄
命
自
春
至
秋
凡
竿
載

H
度
数
千
輩
中
十
天
之
下
老
幼
奔
走
⑫
疑
家
至
戸
到
有
神
物
告
語

而
然
越
明
年
師
這
念
写
上
心
渇
見
愛
命
題
臣
敦
勉
就
這
閃
詣
閥
再
惇
悌
制
以
石
投
水
如
火
得
薪
其
志
交
竿
非
聡
可
及
逐
肯
血
ハ

443 
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⑬
永
梁
北
面
墨
西
土
鳴
足
之
敬
翌
日
特

後
紙
受

⑪
上
悦
甚
因
一
角
師
厚
生
同
粂
兎
通
負
仰
錫
寝
什
下
責
潜
徳
云
行
高
峰
頂
松
千
尺
戒
浮
天
心
月
一
輪
其
見
諦
重
如
此
復
可
如
願
偏
利
群
品
、
遁
受
西
棲
白

雪
柳
城
平
山
雲
中
⑬
上
谷
泉
本
地
紫
金
之
請
所
到
之
底
土
女
塞
徐
皆
罷
市
綴
耕
忘
緩
輿
渇
遮
求
時
晴
雄
之
弗
暇
一
如
利
欲
之
相
誘
前
後
受
機
稽
弟
子
者
五
百
蔦
絵

所
飯
品
目
厄
稽
於
是
聞
或
有
暇
力
救
無
⑬
告
撃
撃
罵
常
若
弗
逮
惟
恐
人
之
知
也
議
者
謂
無
相
好
度
生
之
縁
給
孤
溺
済
物
之
力
粂
而
備
者
其
在
師
乎
以
苦
節
素

高
周
精
過
常
因
感
微
志
遂
成
沈
痛
及

⑪
天
童
日
屡
降
御
薬
纏
至
向
猶
週
中
不
食
克
タ
課
詞
の
骨
刷
版
示
偏
暁
未
悟
非
以
戒
潟
ム
叩
親
身
若
無
者
烏
能
然
将
浸
前
一
タ
其
山
自
鳴
禽
獣
奥
人
比
白
憧
師

亦
知
縁
圭
出
向
ハ
衆
告
⑬
別
至
婦
色
析
然
而
逝
蓋
世
喜
一
立
十
五
倍
臓
三
十
九
賓
大
康
元
年
三
月
之
四

H
也
計
至
上
蓋
然
者
久
特
遣
使
縛
姶
弔
慰
其
徒
衆
的
委
留

守
中
門
使
太
常
少
卿
楊
楓
瞬
額
董
後
⑬
事
七
衆
披
働
如
突
亡
所
天
具
綾
経
者
数
百
人
拾
身
命
者
十
絵
輩
則
其
慾
慕
也
可
知
巳
即
以
其
月
二
|
八
日
具
櫨
奈
航
子

北
崎
火
滅
後
競
牧
霊
骨
以
蛍
年
五
月
十
二

H
起
墳
塔
於
方
⑮
丈
之
右
官
給
外
又
創
影
堂
左
右
以
石
建
等
勝
陀
羅
尼
艦
各
一
皆
衆
願
所
成
柳
一
筋
追
薦
恩
深
報
重
其

這
宜
然
門
人
上
足
裕
窺
等
成
以
夙
承
法
乳
難
忘
戒
香
大
憧
其
美
之
弗
惇
有
時
③
奥
化
而
皆
童
数
一
相
輿
約
議
録
師
遺
関
託
予
文
之
子
碑
況
鼎
久
奉
清
談
粗
知

事
刊
行
日
疋
敢
係
其
二
一
昭
昭
之
大
者
以
信
子
後
自
絵
冥
感
演
出
哨
之
事
皆
不
這
亦
以
存

③
師
之
志
也
銘
日

③
嶺
南
江
西
午
頭
虎
渓
一
隠
高
行
名
白
川
之
斉
一
能
席
是
美
非
繋
子
位
生
楽
死
哀
這
隼
徳
貴
二
出
蔚
門
分
西
観
日
巌
帥
今
崎
一
収
伊
高
庫
分
参
差
何
濁
隼
分
馬
鞍
一
一
一

非
以
其
下
奮
有
人
@
邪
神
燈
護
焔
!
日
玉
組
破
四
善
惇
悌
戒
驚
破
聾
蹟
能
停
闇
提
金
剛
不
壊
五
高
閥
度
門
遠
、
週
雲
奔
始
見
龍
徳
来
儀
帝
閤
六
師
子
一
肌
天
聴
去
豆

上
下
交
字
如
鳥
破
散
七
茂
寵
朝
臨

⑧
震
章
タ
吟
褒
美
悌
使
擢
伏
衆
心
八
古
一
謁
世
険
其
来
有
漸
如
何
忽
然
水
流
燈
焔
九
嵯
我
都
人
潮
音
屡
聞
到
此
無
柳
如
身
在
焚
十
空
感
霊
塔
中
蔵
弊
納
物
在
人
往

聾
悲
墾
田
太
口
十
一
惟
内
行
令
⑧
嶺
投
克
比
峻
分
山
阿
勤
貞
石
今
仰
止
同
百
世
分
不
磨
十
二
此
文
可
段
此
(
貫
難
墜
敢
告
後
皐
敬
之
無
焼
十
一
一
一

③

大

安

七

年

歳

次

辛

未

閏

八

月

戊

戊

朔

壬

午

日

乾

時

建

法

孫

比

丘

悟

惚

築

額

刻

字

人

王

惟

約

授
崇
球
大
夫
守
司
vHエ
加
賜
矯
今
披

師
以
外
臣
求
兎

上
以
有
力
見
識
難
深
閉
同
拒
而
不
慨
盆
度
至
子
再
三
然

」
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FAJUN AND THE BODHISATTVA PRECEPT ORDINATION

PLATFORM AT MAANSHAN IN YANJING:

THE SPREAD OF THE MAHAyANA

BODHISATTVA PRECEPTS IN

KHITAN (LIAO)

FURUMATSU Takashi

There is memorial stele recording the deeds of the eminent priest Fajun ~t:t~

(1021-1075), who was active during the period of Khitan rule at the Jietaisi*=~, located in the foothills of the western suburbs of Beijing. The stele was

re-erected in order to emphasize the long tradition of the temples on Maanshan

j~'*LlJ, which were revived in the mid-15th century, during the Ming dynasty.

According to the inscription on the stele and related inscriptions, Fajun came to

Maanshan in 1070, founded Huijusi ~~~, and established a precept ordination

platform from which to confer the Mahayana bodhisattva precepts on all varieties

of people-men and women, lay and clerical. Thereafter, people, seeking the

precepts, strove to reach the temple. In addition, Fajun visited important cities in

Khitan ruled territory and conferred the bodhisattva precepts on throngs of

people. Fervor to receive the bodhisattva precepts administered by him spread

among the people throughout Khitan territory. After hearing such rumors, the

emperor at the time, Yelti Nielin Jf~~1~~~ (temple name: Daozong ~*)

summoned Fajun to his residence and underwent the ritual of becoming a disciple,

as did his mother, the Dowager Empress, on the same occasion. He also

bestowed on Fajun the title of Master of the Ordination Platform to Give the

Bodhisattva Precepts it~ l!i*:ti.=t and granted him great favor and protection.

After Fajun's death, pratimok~a *~, written by the emperor himself, was

conferred on Fajun's successor. This was handed down over the generations, and

Huijusi at Maanshan continued to receive substantial support from the state.

Behind the flourishing of the ordination platform for the bodhisattva precepts

at Maanshan was the contemporary popularity of bodhisattva precepts themselves.

Three emperors, Xingzong, Daozong, and Tianzuo, each received the bodhisattva

precepts, and high-ranking priests from various parts of the nation were

summoned to the imperial residence t*j*, a grand tent, whose location was

moved as the seasons changed, which was the custom of the nomadic Khitan

- 66-
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rulers. There precept platforms were established, where assemblies were held to

confer the bodhisattva precepts on members of the royal family and bureaucratic

officials who served the emperor. The bodhisattva precepts were not limited to

these ruling groups but also spread widely throughout Khitan territory, from cities

to villages. Its influence on society in general was great.

Moreover, the memorial stele recording the deeds of Fajun and inscriptions

carved on the shaft of a now-lost stone dharani pillar from the county of Xincheng

*JT:9!JGJIt*, recount that there were many pilgrims who stole across the borders from

the neighboring states of Song and Western Xia, slipping into the country and

aiming for Maanshan in order to receive the bodhisattva precepts from Fajun. This

indicates that in reality there were exchanges and movements of people across

borders under the conditions of stability in the international order that was brought

about in the later half of the 11th century in the aftermath of the treaty of

Chanyuan r.i1JfflzM (concluded in 1004) to an extent much more than previously

imagined.

PILGRIMS AND THE 'MODERNIZATION' SEEN AT THE

IRAN-OTTOMAN BORDER IN THE LATTER

HALF OF THE 19th CENTURY

MORIKAWA Tomoko

With the conclusion of the Second Treaty of Erzurum between the Qajar

dynasty and the Ottoman empire in 1847, the number of pilgrims to the 'Atabat,

shi'ite holy sites in Ottoman controlled Iraq, greatly increased. In particular, the

number of pilgrims who set out from Iran during the latter half of the 19th century

reached 100,000 annually, which was nearly 1% of the total population of the

country at the time.

In this period Western Asia experienced a period marked by an enforced

"modernization" that was imposed from above, being influenced by the European

powers. This study examines the "modernization" imposed from above by the

state and the conflict felt by ordinary pilgrims at the time who encountered it

through an examination of the checkpoint that had been established at KhanaqIn, a

town on the border between Qajar Persia and the Ottoman empire. The primary

source materials used in the study are diaries written by Iranian pilgrims and

diplomatic documents exchanged between the Qajar and the Ottoman govern-

- 67-

II Ii


	1138PS00
	2138PS00
	3138PS00
	4138PS00
	5138PS00
	6138PS00
	7138PS00
	8138PS00
	9138PS00
	10138PS00
	11138PS00
	12138PS00
	13138PS00
	14138PS00
	15138PS00
	16138PS00
	17138PS00
	18138PS00
	19138PS00
	20138PS00
	21138PS00
	22138PS00
	23138PS00
	24138PS00
	25138PS00
	26138PS00
	27138PS00
	28138PS00
	29138PS00
	30138PS00
	31138PS00
	32138PS00
	33138PS00
	34138PS00
	35138PS00
	36138PS00
	37138PS00
	38138PS00

